
平成31年3月7日

Ⅰ-７．.評価実施機関にお
ける担当部署　②所属長の
役職名

介護保険課長　小山　雅司 介護保険課長 事後
様式変更による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない

１～３（省略）
４　外部記憶媒体の利用制御システムによ
り、事前に登録された外部記憶媒体以外は
書き込みができないようにすることで、不
正な情報の持ち出しを制限する。

事後
リスクを明らかに軽減させ
る変更であり、重要な変更
にあたらない。

平成28年4月27日

Ⅲ－３　リスク４
リスクに対する措置の内容
２

システム部門 情報システム部門 事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない

平成28年4月27日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査　②監査の具体的
内容
２及び３

情報化推進部 情報システム部門 事後
機構改革に伴う記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

平成29年9月15日

Ⅲ－５　リスク１　その他
の措
置の内容

１　「サーバー室等への入室権限」および
「本特定個人情報ファイルを扱うシステム
へのアクセス権限」を有する者を管理し、
情報の持ち出しを制限する。
２　システムにより自動化されている情報
の提供・移転処理以外で、情報の提供・移
転を行う作業等においては、情報システム
部門の職員が立会いを行う。

１～２（省略）
３　外部記憶媒体の利用制御システムによ
り、事前に登録された外部記憶媒体以外は
書き込みができないようにすることで、不
正な情報の持ち出しを制限する。

事後
リスクを明らかに軽減させ
る変更であり、重要な変更
にあたらない。

Ⅲ－３　リスク２
その他の措置の内容１，２

システム部門 情報システム部門 事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない

平成29年9月15日 Ⅰ－５　法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の68の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令　第50条
札幌市個人番号利用条例（（平成27年10月6
日条例第42号）以下、「条例」という。）
第４条

番号法第９条第１項　別表第一の68の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令　第50条
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利
用条例
（平成27年10月6日条例第42号。以下、「利
用条
例」という。）

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない

平成29年9月15日

Ⅲ－３　リスク３　リスク
に対
する措置の内容

１　外部媒体へのデータのコピーを禁じて
いる。
２　システム操作記録を取得しているた
め、事務外で使用した場合は直ちに特定可
能であることを周知している。
３　臨時職員等は、業務上知り得た情報の
業務外利用の禁止に関する条項を含む承諾
書に署名をする。

システム部門（総務局情報化推進部） 情報システム部門 事後

平成28年4月27日

Ⅲ-３　リスク２
アクセス権の発効・失効の
管理　具体的な管理方法２

システム部門 情報システム部門 事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない

平成28年4月27日

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

機構改革に伴う記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

平成28年4月27日

Ⅲ-３　リスク２
アクセス権の発効・失効の
管理　具体的な管理方法１
②



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅰ-１．.評価実施機関にお
ける担当部署　②事務の内
容

札幌市では、介護保険法及びこれに基づく
条例により、介護保険に関する事務を行っ
ている。
行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（（平成２
５年５月３１日法律第２７号）以下、「番
号法」という。)別表第一の68項により個人
番号を利用することができるのは、介護保
険法（平成９年法律第１２３号）による保
険給付の支給、地域支援事業の実施又は保
険料の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるものとなっており、内閣府・総務
省令で定められている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内
閣府・総務省令に定める以下の事務で取り
扱うこととする。
１　介護保険の資格に関する事務
住民基本台帳の異動状況を把握し、資格の
取得・喪失の処理を行う。
２　介護保険の賦課に関する事務
被保険者等の所得情報を把握し、保険料賦
課額の決定、更正の処理を行う。
３　介護保険の収納管理に関する事務
徴収した保険料の収入状況を把握し、適切
に管理するとともに決算の集計を行う。
４　介護保険の滞納整理に関する事務
滞納している納付義務者を把握し、催告等
の処理を行う。
５　介護保険の認定に関する事務
被保険者等の申請に基づき、要介護認定の
調査等を実施し、要介護・要支援状態区分
等を認定する。また、要介護（要支援）認
定決定情報に関する情報提供を行う。
６　介護保険のケアプランに関する事務
認定決定等を受けた被保険者のケアプラン
を管理する。
７　介護保険の給付に関する事務
介護サービス等の受給者に対して保険給付
を行う。また、各種減額、減免及び利用者
負担割合証交付に関する事務を行う。
８　地域支援事業に関する事務
被保険者の介護予防対象者を管理し、利用
申請の受付、支給決定を行う。

札幌市では、介護保険法（平成９年法律第
123号）及びこれに基づく条例により、介護
保険に関する事務を行っている。
行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年
法律第27号。以下「番号法」という。)別表
第一の68項により個人番号を利用すること
ができるのは、介護保険法（平成９年法律
第123号）による保険給付の支給、地域支援
事業の実施又は保険料の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるものとなってお
り、内閣府・総務省令で定められている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内
閣府・総務省令に定める以下の事務で取り
扱う。
１　介護保険の資格に関する事務
住民基本台帳により異動状況を把握し、介
護保険の資格の取得・喪失の処理を行う。
２　介護保険料の賦課に関する事務
被保険者等の所得情報を把握し、介護保険
料賦課額の決定、更正の処理を行う。
３　介護保険料の収納管理に関する事務
徴収した介護保険料の収納状況を管理し、
決算の集計を行う。
４　介護保険料の滞納整理に関する事務
滞納している納付義務者を把握し、催告等
の処理を行う。
５　介護保険の認定に関する事務
被保険者等の申請に基づき、要介護認定の
調査等を実施し、要介護・要支援状態区分
等を認定する。また、主治医等から提供依
頼があった場合、要介護（要支援）認定決
定情報に関する情報提供を行う。
６　介護保険のケアプランに関する事務
要介護（要支援）の認定決定等を受けた被
保険者のケアプランを管理する。
７　介護保険の給付に関する事務
介護サービス等の受給者に対して介護保険
給付を行う。また、介護サービス利用料等
の各種減額、減免及び利用者負担割合証交
付に関する事務を行う。
８　地域支援事業に関する事務
対象となる被保険者からの利用申請を受
付、支給決定を行い対象者を管理する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム２②事務の内容

＜収納管理＞
１　（省略）
２　社会保障宛名から国保・介護・後期高
齢システムの送付先情報を連携
３　（省略）

＜収納管理＞
１　（省略）
２　国保・介護・後期高齢システムで設定
した送付先情報を社会保障宛名から連携
３　（省略）

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-１．.評価実施機関にお
ける担当部署　②事務の内
容

（以下を追加。）

上記事務における申請・届出の受理につい
ては、郵送と窓口での受け付けのほか、
サービス検索・電子申請機能（※）でも受
け付ける。
（※）サービス検索・電子申請機能…地方
公共団体のサービスの検索やオンライン申
請ができる機能。

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム１②事務の内容

１　介護保険の資格に関する機能
・取得及び喪失など介護保険者の資格管理
・住所地特例、適用除外などの管理
・住所指定、送付先指定などの住所管理
・住登外者の登録
・被保険者証及び受給資格証明書の発行

２　介護保険の賦課に関する機能
・賦課情報の照会
・新規資格取得者の賦課決定及び納入通知
書の発行
・税更正等による賦課更正及び納入通知書
の発行
・減免申請の登録

３　介護保険の認定に関する機能
・要介護及び要支援認定の申請登録
・訪問調査及び主治医意見書等の登録
・一次判定及び認定審査会関係の登録
・認定決定通知書、介護被保険者証等の発
行
・受給者情報の照会

（以下省略）

１　介護保険の資格に関する機能
・取得及び喪失など介護保険者の資格管理
・住所地特例、介護保険適用除外などの管
理
・住所指定、送付先指定などの住所管理
・本市に住民登録のない被保険者の登録
・被保険者証及び受給資格証明書の発行

２　介護保険料の賦課に関する機能
・賦課情報の照会
・新規資格取得者の賦課決定及び納入通知
書の発行
・税更正等による賦課更正及び納入通知書
の発行
・減免申請の登録

３　介護保険の認定に関する機能(総合事業
含む）
・要介護及び要支援認定の申請登録
・訪問調査及び主治医意見書等の登録
・一次判定及び認定審査会関係の登録
・認定決定通知書、介護被保険者証等の発
行
・受給者情報の照会

（以下省略）

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム４②事務の内容

中間サーバー・プラットフォームは、情報
提供ネットワークシステムやシステム基盤
（市中間サーバー及び団体内統合宛名）と
データの受け渡しをすることで、符号の取
得や他情報保有機関間の特定個人情報照
会・提供の機能を有する。
１　符号管理
情報照会、情報提供に用いる個人の識別子
である「符号」と、情報保有機関内で個人
を特定するために利用する「団体内統合宛
名番号」とを紐付け、その情報の保管・管
理を行う。
２　情報照会
情報提供ネットワークシステムを介して、
特定個人情報(連携対象)の情報照会及び情
報提供受領（照会した情報の受領）を行
う。
３　情報提供
情報提供ネットワークシステムを介して、
情報照会要求の受領及び当該特定個人情報
(連携対象)の提供を行う。
４　既存システムとの接続
システム基盤（市中間サーバー）と情報照
会内容、情報提供内容、特定個人情報（連
携対象）、符号取得のための情報等につい
て連携を行う。
５　情報提供等記録の管理
特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供
があった旨の情報提供等記録を生成し、管
理する。
６　情報提供データベース管理
特定個人情報（連携対象）を副本として、
保持・管理を行う。
７　データの送受信
情報提供ネットワークシステム（インター
フェイスシステム）と情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携
を行う。
８　セキュリティ管理
特定個人情報（連携対象）の暗号化及び復
号や、電文への署名付与、電文及び提供許
可証に付与されている署名の検証、それら
に伴う鍵管理を行う。また、情報提供ネッ
トワークシステム（インターフェイスシス
テム）から受信した情報提供ネットワーク
システム配信マスター情報の管理を行う。
９　職員認証・権限管理
中間サーバー・プラットフォームを利用す
る職員の認証と職員に付与された権限に基
づいた各種機能や特定個人情報(連携対象)
へのアクセス制御を行う。
１０　システム管理
バッチの状況管理、業務統計情報の集計、
稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除
を行う。

国のシステムであり、情報提供ネットワー
クシステムやシステム基盤（市中間サー
バー及び団体内統合宛名）とデータの受け
渡しをする。また、符号の取得や特定個人
情報の照会・提供の機能を有する。
１　符号管理
　符号と団体内統合宛名番号とを紐付け、
その情報の保管・管理を行う。
（※）符号…情報提供ネットワーク内で個
人を特定するために用いられる見えない番
号
（※）（団体内統合）宛名番号…「誰」の
情報であるかを特定するために、各自治体
内で共通して用いる番号。宛名番号は、そ
れぞれの自治体の各業務システム（社会保
障システム、地方税システム等）におい
て、社会保障関係情報や地方税情報などと
紐づけられている。国が管理する情報提供
ネットワークシステムを利用して情報照
会・情報提供を行う際には、セキュリティ
の観点から個人番号を直接用いるのではな
く、宛名番号を媒介としてやりとりする仕
組みになっている。
２　情報照会
　情報提供ネットワークシステムを介し
て、特定個人情報の照会や照会した情報の
受領を行う。
３　情報提供
　情報提供ネットワークシステムを介し
て、情報照会の要求を受け付けて特定個人
情報を提供する。
４　既存システムとの接続
　システム基盤（市中間サーバー）と情報
照会の内容、情報提供の内容、特定個人情
報、符号取得のための情報等について連携
を行う。
５　情報提供等記録の管理
　特定個人情報の照会、又は提供があった
旨の情報提供等記録を生成し、管理する。
６　情報提供データベース管理
　特定個人情報を副本として、保持・管理
を行う。
７　データの送受信
　情報提供ネットワークシステム（イン
ターフェイスシステム（※））と情報照
会、情報提供、符号取得のための情報等に
ついて連携を行う。
（※）インターフェイスシステム…情報照
会者や情報提供者とコアシステムを接続す
るシステム
＜参考＞コアシステム…符号の生成・情報
連携の媒介・情報提供記録の管理の3つの機
能を持つシステム
８　セキュリティ管理
　①特定個人情報の暗号化及び復号を行
う。
　②送信するデータに対して署名（その
ファイルの正当性を示すデータ）を付与す
る。
　③送信するデータ等に付与されている署
名の検証を行う。
　④データの暗号化や複合に必要となる
データ暗号化鍵の管理を行う。
　⑤情報提供ネットワークシステムから受
信したマスター情報（システムを利用する
ためにあらかじめ登録が必要な基本的な情
報）の管理を行う。
９　職員認証・権限管理
　中間サーバー・プラットフォームを利用
する職員の認証と職員に付与した権限に基
づく各種機能や特定個人情報へのアクセス
制御を行う。
１０　システム管理
　バッチの状況管理、業務統計情報の集
計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の
削除を行う。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム５②事務の内容

中間サーバー・プラットフォームと庁内各
業務システムの間に立ち、セキュリティの
境界としての役割を果たすとともに、中間
サーバー・プラットフォームの稼働時間な
どの要件が、庁内の各業務システムに与え
る影響を吸収する。また、フォーマット変
換やコード変換など、各システムでそれぞ
れに開発すると非効率になってしまう機能
を集約する。
１　サーバー・プラットフォームとの情報
連携
中間サーバー・プラットフォームに対し
て、符号取得、情報転送、情報照会に関す
る連携を行う。
２　フォーマット・コード変換
中間サーバー・プラットフォームへの連携
を行う場合及び庁内各業務システムへの連
携を行う場合に、それぞれが受け取れる
データのフォーマットや、コードへ変換を
行う。
３　システム基盤（団体内統合宛名）との
情報連携
中間サーバー・プラットフォームとの間
で、情報転送・情報照会を行う際は、団体
内統合宛名番号が必要となるため、団体内
統合宛名番号をシステム基盤（団体内統合
宛名）から取得する。
また、庁内各業務システムへ情報照会結果
を返却する際は、庁内各業務システムで管
理している番号へ変換するために、システ
ム基盤（団体内統合宛名）から庁内各業務
システムで管理している番号を取得する。
４　各業務システムとの情報連携
中間サーバー・プラットフォームとの間
で、情報転送・情報照会を行う際の要求
や、その結果を庁内各業務システムとの間
で連携する。

　札幌市のシステムであり、中間サー
バー・プラットフォーム（※）と庁内各業
務システムの間に立ち、セキュリティの境
界としての役割を果たすとともに、中間
サーバー・プラットフォームの稼働時間な
どが、庁内の各業務システムに与える過剰
な負荷などの影響を吸収する。また、シス
テム間で情報の受け渡しをする際に、
フォーマットやコードを変換する。
１　サーバー・プラットフォームとの情報
連携
　中間サーバー・プラットフォームと連携
して、符号取得、情報転送、情報照会を行
う。
２　フォーマット・コード変換
　中間サーバー・プラットフォームへの連
携を行う場合や庁内各業務システムへの連
携を行う場合に、データを受け取ることが
できるように、データのフォーマットや
コードの変換を行う。
３　システム基盤（団体内統合宛名）との
情報連携
　中間サーバー・プラットフォームとの間
で、情報転送・情報照会を行う際は、団体
内統合宛名番号が必要となるため、団体内
統合宛名番号をシステム基盤（団体内統合
宛名）から取得する。
また、庁内各業務システムへ情報照会結果
を返却する際は、、団体内統合宛名番号を
庁内各業務システムで管理している番号へ
変換する。そのため、システム基盤（団体
内統合宛名）から庁内各業務システムで管
理している番号を取得する。
４　各業務システムとの情報連携
　中間サーバー・プラットフォームとの間
で、情報転送・情報照会を行う際の要求
や、その結果を庁内各業務システムとの間
で連携する。
　※中間サーバー・プラットフォーム　…
自治体中間サーバーのハードウェア部分。
地方公共団体情報システム機構が整備・運
用する中間サーバーの拠点。
〈参考〉
　中間サーバー・ソフトウェア…自治体中
間サーバーのソフトウェア部分。番号法令
に基づく、情報提供ネットワークシステム
を使用した情報連携等を実施するため、地
方公共団体からの特定個人情報の照会、及
び地方公共団体による特定個人情報の提供
やそれに付随する業務を行うアプリケー
ション（プログラム）群のこと（ハード
ウェアは含まない。）

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた

らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム６②事務の内容

団体内統合宛名番号・個人番号・各業務で
管理している番号の紐付け管理の機能を有
する。
１　団体内統合宛名番号の登録・管理
個人番号を把握したことを契機として、団
体内統合宛名番号の付番と、個人番号や各
業務で管理している番号の関連づけを行
う。
２　符号取得状況の管理
中間サーバー・プラットフォームとの間
で、符号取得が完了しているかの状況管理
を行う。
３　団体内統合宛名番号の検索
個人番号・各業務で管理している番号等を
検索条件とした団体内統合宛名番号検索を
行う。
４　職員認証・権限の管理
システム基盤（団体内統合宛名）を利用す
る職員の認証と職員に付与された権限に基
づいた各種機能や特定個人情報へのアクセ
ス制御を行う。
５　情報連携記録の管理
情報連携記録の生成・管理を行う。
６　セキュリティの管理
庁内各業務システム専用エリア利用のため
のID・パスワードの管理及びユーザの認証
を行う。

　札幌市のシステムであり、団体内統合宛
名番号、個人番号及び各業務で管理してい
る番号の紐付け管理の機能を有する。
１　団体内統合宛名番号の登録・管理
　団体内統合宛名番号を付番し、個人番号
や各業務で管理している番号の関連づけを
行う。
　※（団体内統合）宛名番号…「誰」の情
報であるかを特定するために、各自治体内
で共通して用いる番号。宛名番号は、それ
ぞれの自治体の各業務システム（社会保障
システム、地方税システム等）において、
社会保障関係情報や地方税情報などと紐づ
けられている。国が管理する情報提供ネッ
トワークシステムを利用して情報照会・情
報提供を行う際には、セキュリティの観点
から個人番号を直接用いるのではなく、宛
名番号を媒介としてやりとりする仕組みに
なっている。
２　符号取得状況の管理
　中間サーバー・プラットフォームとの間
で、符号の取得が完了しているかの状況管
理を行う。
　※符号…情報提供ネットワーク内で個人
を特定するために用いられる見えない番号
３　団体内統合宛名番号の検索
　個人番号・各業務で管理している番号等
を検索条件とした団体内統合宛名番号検索
を行う。
４　職員認証・権限の管理
　システム基盤（団体内統合宛名）を利用
する職員の認証と職員に付与した権限に基
づき各種機能や特定個人情報へのアクセス
制御を行う。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。
６　セキュリティの管理
　庁内各業務システムの利用のためのID・
パスワードの管理及びユーザの認証を行
う。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

既存住基システムより住民基本台帳の情報
を受領し、情報を再編成のうえ、庁内の住
民基本台帳の情報を必要とするシステム
へ、情報移転するためのシステム機能を有
する。住民基本台帳ファイル利用申請を行
い、承認を受けているシステムにのみ住民
基本台帳の情報を連携する。
１　既存住基システムからのデータ受領
既存住基システムで発生した異動データを
受領し、情報連携が認められた情報移転先
のシステムに、必要と認められた項目につ
いて送信する。
２　住記異動情報の連携
随時（リアルタイム）で既存住基システム
から送信された異動データについて、要求
に応じてシステム基盤（団体内統合宛名）
や庁内各業務システムへ渡す。
※当該異動データには個人番号が含まれる
が、個人番号を利用しない業務システムに
対しては個人番号を含まないデータ内容で
連携する。
３　システム基盤（市中間サーバー）への
情報転送
番号法別表第二に基づき、世帯情報をシス
テム基盤（市中間サーバー）へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
各システムで適切にアクセス制御を行える
よう、システムを利用する職員の認証情報
を管理する。
５　情報連携記録の管理
情報連携記録の生成・管理を行う。

　札幌市のシステムであり、既存住基シス
テムから住民基本台帳の情報を受領し、そ
の住民基本台帳の情報を移転が認められた
項目のみに再編成した上で、庁内の各シス
テムに情報移転する機能を有する。情報移
転は、情報システム部へ住民基本台帳ファ
イル利用申請を行い、承認を受けたシステ
ムに対してのみ行う。
１　既存住基システムからのデータ受領
　既存住基システムのデータを受領し、承
認を受けているシステムにのみ必要な項目
を送信する。
２　住民記録の異動情報の連携
　随時（リアルタイム）で既存住基システ
ムから送信されたデータを、要求に応じて
システム基盤（団体内統合宛名）や庁内各
業務システムへ渡す。
　※当該データには個人番号が含まれる
が、個人番号を利用しない業務システムに
対しては個人番号を含まないデータ内容で
渡す。
３　システム基盤（市中間サーバー）への
情報転送
　世帯情報のうち、番号法別表第二に定め
られた情報をシステム基盤（市中間サー
バー）へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
　各システムで適切にアクセス制御を行え
るよう、システムを利用する職員の認証情
報を管理する。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム８②事務の内容

システム基盤（個人基本）より住民基本台
帳の情報を受領し社会保障業務（国民健康
保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医
療、高齢・障がい福祉、児童福祉などの業
務）で活用するとともに、個人（および法
人）を管理し、宛名情報、応対記録、口座
情報及び税宛名から連携される課税情報な
どを集約管理する機能群である。
１　システム基盤（個人基本）からの住記
異動情報連携
システム基盤（個人基本）から住民基本台
帳の異動情報を受領し、必要に応じて情報
を反映する。
２　税宛名からの課税情報連携
税宛名から課税額、所得額、収入額などの
課税情報を受領し、必要に応じて各社会保
障システムへ情報連携する。
３　社会保障宛名管理
社会保障業務共通で利用する個人および法
人の情報を記録し、必要に応じて各社会保
障システムへ情報連携する。また、住登外
者の基本４情報（氏名・性別・生年月日・
住所）を管理する。
３　システム基盤（団体内統合宛名）連携
システム基盤（団体内統合宛名）にて、団
体内統合宛名番号・個人番号・各業務で管
理している番号の紐付け管理を行うため
に、社会保障業務として把握した対象者に
ついて、社会保障業務として管理している
番号を連携する。

札幌市のシステムであり、システム基盤
（個人基本）から住民基本台帳の情報を受
領し社会保障業務（国民健康保険、国民年
金、介護保険、後期高齢者医療、高齢・障
がい福祉、児童福祉などの業務）で活用す
る。個人（及び法人）の宛名情報、応対記
録、口座情報及び税宛名から連携される課
税情報などを集約管理する。
１　システム基盤（個人基本）からの住記
異動情報連携
　システム基盤（個人基本）から住民基本
台帳の異動情報を受領し、必要に応じて情
報を反映する。
２　システム基盤（税宛名）からの課税情
報連携
　システム基盤（税宛名）から課税額、所
得額、収入額などの課税情報を受領し、必
要に応じて各社会保障システムへ情報連携
する。
３　社会保障宛名管理
　社会保障業務共通で利用する個人（及び
法人）の情報を記録し、必要に応じて各社
会保障システムへ情報連携する。また、住
登外者の基本４情報（氏名・性別・生年月
日・住所）を管理する。
４　システム基盤（団体内統合宛名）連携
システム基盤（団体内統合宛名）にて、団
体内統合宛名番号・個人番号・各業務で管
理している番号の紐付け管理を行うため
に、社会保障業務で把握した対象者につい
て、社会保障業務で管理している番号を連
携する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム７②事務の内容

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム９②事務の内容

居住関係を公証する住民基本台帳をネット
ワーク化し、全国共通の本人確認ができる
システムであり、次の機能を有する。
１　本人確認情報検索
統合端末において入力された４情報（氏
名、住所、性別、生年月日）の組合せを
キーに本人確認情報の検索を行い、検索条
件に該当する本人確認情報の一覧を画面上
に表示する。
２　機構への情報照会
全国サーバーに対して住民票コード、個人
番号又は４情報の組合せをキーとした本人
確認情報照会要求を行い、該当する個人の
本人確認情報を受領する。
３　本人確認情報整合
本人確認情報ファイルの内容が都道府県知
事が都道府県サーバーにおいて保有してい
る都道府県知事保存本人確認情報ファイル
及び機構が全国サーバーにおいて保有して
いる機構保存本人確認情報ファイルと整合
することを確認するため、都道府県サー
バー及び全国サーバーに対し、整合性確認
用本人確認情報を提供する。

　国のシステムであり、住民基本台帳を
ネットワーク化し、全国共通の本人確認が
できるもので、次の機能を有する。
１　本人確認情報検索
　端末に入力した４情報（氏名、住所、性
別、生年月日）の組合せをキーに本人確認
情報の検索を行い、検索条件に該当する本
人確認情報の一覧を画面上に表示する。
２　機構（※）への情報照会
　全国サーバーに対して住民票コード、個
人番号又は４情報の組合せをキーとした本
人確認情報照会要求を行い、該当する個人
の本人確認情報を受領する。
　※機構…地方公共団体情報システム機構
のこと。地方公共団体情報システム機構法
（平成25年法律第29号）に基づく地方協働
法人。住民基本台帳ネットワークシステム
の運営、総合行政ネットワーク（LGWAN）の
運営、個人番号カードの作成業務、地方公
共団体の情報化推進、情報セキュリティ対
策への支援及び人材育成への支援を行って
いる。
３　本人確認情報整合
　本人確認情報の内容について、都道府県
知事が都道府県サーバーにおいて保有して
いる本人確認情報と、機構が全国サーバー
において保有している本人確認情報とが整
合することを確認するため、都道府県サー
バー及び全国サーバーに対し、整合性確認
用本人確認情報を提供する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

サービス検索・電子申請機能 事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム11②事務の内容

システム基盤（個人基本）より住民基本台
帳の情報を受領し税業務で活用するととも
に、個人及び法人を管理し、納付書情報や
応対記録、口座情報などを集約管理する機
能群である。
１　システム基盤（個人基本）からの住基
異動情報連携
システム基盤（個人基本）から住民基本台
帳の異動情報を受領し、必要に応じて情報
を反映する。
２　税宛名管理
税業務共通で利用する個人及び法人の情報
を記録し、必要に応じて各税システムへ情
報連携する。
また、住登外者の基本４情報（氏名・性
別・生年月日・住所）を管理する。
３　システム基盤（団体内統合宛名）連携
システム基盤（団体内統合宛名）にて、団
体内統合宛名番号・個人番号・各業務で管
理している番号の紐付け管理を行うため
に、税業務として把握した対象者につい
て、税業務として管理している番号を連携
する。
４　社会保障宛名への課税情報連携
課税額、所得額、収入額などの課税情報を
社会保障宛名へ情報連携する。

　札幌市のシステムであり、システム基盤
（個人基本）から住民基本台帳の情報を受
領し税業務で活用する。個人（及び法人）
の納付書情報や応対記録、口座情報などを
集約管理する。
１　システム基盤（個人基本）からの住基
異動情報連携
　システム基盤（個人基本）から住民基本
台帳の異動情報を受領し、必要に応じて情
報を反映する。
２　税宛名管理
　税業務共通で利用する個人及び法人の情
報を記録し、必要に応じて各税システムへ
情報連携する。
また、住登外者の基本４情報（氏名・性
別・生年月日・住所）を管理する。
３　システム基盤（団体内統合宛名）連携
　システム基盤（団体内統合宛名）にて、
団体内統合宛名番号・個人番号・各業務で
管理している番号の紐付け管理を行うため
に、税業務で把握した対象者について、税
業務で管理している番号を連携する。
４　システム基盤（社会保障宛名）への課
税情報連携
　課税額、所得額、収入額などの課税情報
をシステム基盤（社会保障宛名）へ情報連
携する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取扱う事務において
使用するシステム　システ
ム12①システムの名称

伝送通信ソフト 事後

国保連合会に委託している
「介護保険審査支払事務」
で、委託先へのデータの受
渡し方法を電子媒体から専
用線による方法に変更。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム10②事務の内容

金融機関・財務連携代行システムは、金融
機関等との間で、口座振替依頼や口座振替
結果、日々の収入情報を送受信するシステ
ムであり、国保・介護・後期　収納管理／
滞納整理システムにおいては、以下の機能
を活用する。
１　国保・介護・後期　収納管理／滞納整
理システムから金融機関・財務連携代行シ
ステムへの連携
国保・介護・後期　収納管理／滞納整理シ
ステムから、口座振替依頼の情報を金融機
関・財務連携代行システムへ連携する。
２　金融機関・財務連携代行システムから
国保・介護・後期　収納管理／滞納整理シ
ステムへの連携
金融機関・財務連携代行システムから、口
座振替結果および日々の介護保険料の収納
情報を国保・介護・後期　収納管理／滞納
整理システムへ連携する。

　金融機関・財務連携代行システムは札幌
市のシステムであり、金融機関等との間
で、口座振替依頼や口座振替結果、日々の
収納情報を送受信するシステムであり、国
保・介護・後期　収納管理／滞納整理シス
テムとの連携においては、以下の機能を活
用する。
１　国保・介護・後期　収納管理／滞納整
理システムから金融機関・財務連携代行シ
ステムへの連携
　国保・介護・後期　収納管理／滞納整理
システムから金融機関・財務連携代行シス
テムへ、口座振替依頼の情報を提供する。
２　金融機関・財務連携代行システムから
国保・介護・後期　収納管理／滞納整理シ
ステムへの連携
　金融機関・財務連携代行システムから国
保・介護・後期　収納管理／滞納整理シス
テムへ、口座振替結果及び日々の介護保険
料の収納情報を提供する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取扱う事務において
使用するシステム　システ
ム12②システムの機能

伝送通信ソフトは、国保連合会が介護保険
の審査支払等の業務で使用するデータにつ
いて、専用端末を用いて電子メール方式で
保険者（市区町村）と国保連合会との間
で、データの送受信を行うシステムのこ
と。なお、保険者と国保連合会との通信環
境は専用回線を使用している。（専用端末
で送受するデータで個人番号は利用しな
い。）

１．受給者情報異動連絡票データの送信
　　受給者情報異動連絡票データを暗号化
し、国保連合会へ送信する。
２．受給者情報訂正連絡票データの送信
　　受給者情報訂正連絡票データを暗号化
し、国保連合会へ送信する。

事後

国保連合会に委託している
「介護保険審査支払事務」
で、委託先へのデータの受
渡し方法を電子媒体から専
用線による方法に変更。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取扱う事務において
使用するシステム　システ
ム13①システムの名称



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅱ-２．基本情報　③対象
となる本人の範囲　その必
要性

介護保険の第１号被保険者並びに介護保険
被保険者証を交付した第２号被保険者及び
世帯構成員（資格喪失者を含む）

正確かつ公平・公正な介護保険業務を行う
にあたり、介護保険対象者の特定等に必要
な範囲の特定個人情報を保有する必要があ
るため

①介護保険の第１号被保険者及びその世帯
構成員（喪失者を含む）
②介護保険被保険者証を交付した第２号被
保険者及びその世帯構成員（資格喪失者を
含む）
③札幌市に住所を有する介護保険適用除外
者及び住所地特例者。

介護保険業務を正確かつ公平・公正に行う
ため、上記の範囲を対象にする必要があ
る。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日 （別添１）事務の内容 図中　①届出・申請（電子申請） 事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日 （別添１）事務の内容
図中　⑦受給者異動情報⑧給付実績の授受
に「伝送通信ソフト」を追加。

事後

国保連合会に委託している
「介護保険審査支払事務」
で、委託先へのデータの受
渡し方法を電子媒体から専
用線による方法に変更した
ため修正。

令和2年11月24日

Ⅰ-６．情報提供ネット
ワークシステムによる情報
連携　②法令上の根拠

番号法第１９条第７号（特定個人情報の提
供の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項
のうち、第４欄（特定個人情報）に「介護
保険給付等関係情報」
が含まれる項（１、２、３、４、６、２
６、３０、３３、３９、４２、５６の２、
５８、６１、６２、８０、８７、９０、９
４、９５、１１７の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項
のうち、第２欄（事務）に「介護保険法」
が含まれる項（９３、９４の項）

番号法第１９条第７号（特定個人情報の提
供の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
番号法別表第二の第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個
人情報）に「介護保険給付等関係情報」が
含まれる項（１、２、３、４、６、８、
11、26、30、33、39、42、56の２、58、
61、62、80、87、90、94、95、108、117の
項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項
のうち、第２欄（事務）に「介護保険法」
が含まれる項（93、94の項）

事後 番号法の改正による変更。

令和2年11月24日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取扱う事務において
使用するシステム　システ
ム13②システムの機能

【住民向け機能】
自らが受けることができるサービスをオン
ラインで検索および申請ができる機能
【地方公共団体向け機能】
住民が電子申請を行った際の申請データ取
得画面又は機能を、地方公共団体に公開す
る機能

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅰ-４．特定個人情報ファ
イルを取り扱う理由①事務
実施上の必要性

特定個人情報ファイルを利用することで、
個人の特定、個人の宛名の突合の正確性が
向上し、適正な賦課及び給付に資すること
となるとともに、社会保障に関する情報及
び地方税関係情報を入手することで、被保
険者の給付や保険料決定の際の所得確認な
どの事務の効率化が図れる。

特定個人情報ファイルを利用することで、
個人の特定、個人の宛名の突合の正確性が
向上し、適正な賦課及び給付に資すること
となる。また、社会保障に関する情報及び
地方税関係情報を入手することで、被保険
者の給付や保険料決定時の手続きに添付書
類を省略できるなど、住民の負担軽減及び
事務の効率化が図れる。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅰ-４．特定個人情報ファ
イルを取り扱う理由 ②実
現が期待されるメリット

１　番号制度の導入により、税情報や住所
等の住民情報の名寄せ・突合ができること
で正確かつ効率的に介護保険被保険者等の
情報を把握することが可能となり、より公
平な保険料の賦課及び保険給付に資するこ
とが期待される。
２　紙媒体での照会により確認している、
介護保険被保険者の所得等の確認等におい
て事務の効率化が可能となる。
３　市・道民税証明書等の添付書類の提出
を省略することが可能となり、住民負担軽
減（証明書を入手する金銭的、時間的コス
トの節約）につながる。

１　番号制度の導入により、税情報や住所
等の住民情報の名寄せ・突合ができること
で正確かつ効率的に介護保険被保険者等の
情報を把握することが可能となり、より公
平な保険料の賦課及び保険給付に資するこ
とが期待される。
２　介護保険被保険者の所得等の確認等に
ついて、紙媒体での照会よりも事務を効率
化することができる。
３　市・道民税証明書等の添付書類の提出
を省略することが可能となり、住民の負担
軽減（証明書を入手する金銭的、時間的コ
ストの節約）につながる。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項１②取扱いを委託する
特定個人情報ファイルの範
囲　その妥当性

介護保険システムの安定した稼働のため、
システムの運用・保守の専門的な知識・技
術を保有する民間事業者に委託する。

特定個人情報ファイルの一部ではなく全体
について運用管理等を行う必要がある。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑧使用方法
権利利益に影響を与え得る
決定

１　個人番号カード等により、正確な本人
確認と個人番号の真正性を確認する。
２　内部識別番号の宛名番号と個人番号を
紐付けて使用する。

１　個人番号カード等により、正確に本人
確認をして個人番号の真正性を確認する。
２　内部識別番号である宛名番号と個人番
号を紐付けて使用する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑧使用方法
権利利益に影響を与え得る
決定

保険料の賦課額・減免等の決定、要介護
（要支援）認定等の決定、給付の支給・減
額・減免の決定、償還払いの支給決定

介護保険料の賦課額・減免等の決定、要介
護（要支援）認定等の決定、介護給付の支
給・減額・減免の決定、償還払いの支給決
定

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑥使用目的

行政運営の効率化と公平・公正な介護保険
事務を行うため。

行政運営の効率化と公平・公正な介護保険
事務のため。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑧使用方法

１（省略）
２　介護保険の賦課に関する事務
①～④（省略）
３　介護保険の収納管理に関する事務
①　本人等の金融機関口座情報を取得し、
保険料の口座振替や還付の事務に使用す
る。
②　金融機関からの普通徴収の保険料入金
情報を取得し、収納消込の事務に使用す
る。
③　年金保険者からの特別徴収の保険料入
金情報を取得し、収納消込の事務に使用す
る。
④　生活保護受給情報に基づき、保険料の
受領委任払いの事務に使用する。
４　介護保険の滞納整理に関する事務
①～②（省略
５（省略）
６　介護保険のケアプランに関する事務
①本人や代理人からのケアプランを受付
け、ケアプラン届出状況を管理する事務に
使用する。
７　介護保険の給付に関する事務
①　住民税や社会保障の給付状況等の情報
を把握し、利用者負担段階を決定する事務
に使用する。
８　地域支援事業に関する事務
①　被保険者の介護予防対象者を管理し、
利用申請の受付、支給決定する事務に使用
する。

１（省略）
２　介護保険料の賦課に関する事務
①～④（省略）
３　介護保険料の収納管理に関する事務
①　本人等の金融機関口座情報を取得し、
保険料の口座振替や還付の事務に使用す
る。
②　金融機関からの普通徴収の保険料入金
情報を取得し、収納の事務に使用する。
③　年金保険者からの特別徴収の保険料入
金情報を取得し、収納の事務に使用する。
④　生活保護受給情報に基づき、保険料の
受領委任払いの事務に使用する。
４　介護保険料の滞納整理に関する事務
①～②（省略
５（省略）
６　介護保険のケアプランに関する事務
①　本人や代理人からのケアプランを受け
付け、ケアプラン届出状況を管理する事務
に使用する。
７　介護保険の給付に関する事務
①　住民税や社会保障の給付状況等の情報
を把握し、利用者負担段階を決定する事務
に使用する。
８　地域支援事業に関する事務
①　対象となる被保険者を管理し、利用申
請の受付、支給決定する事務に使用する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　②入手方法

（以下を追加）
　その他（サービス検索・電子申請機能）

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑤本人への明示

介護保険法並びに番号法別表第二の９３項
及び９４項の規定による。庁内連携による
入手は条例別表２の９項、10項、11項、12
項、13項、14項及び15項において明示され
ている。

介護保険法並びに番号法別表第二の93項及
び94項の規定に明示している。また、庁内
連携による入手は条例別表２の９項から15
項までにおいて明示している。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日
Ⅱ-２．基本情報　④記録
される項目　その妥当性

１　識別情報：対象者を正確に特定するた
めに保有
２　連絡先等情報：対象者の居住地、世帯
情報等を把握するために保有
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：保険料段階及び利用
者負担段階等を決定するために保有
②　医療保険関係情報：第２号被保険者の
医療保険を把握するため、また、高額医療
合算介護サービス費の給付のために保有
③　障害者福祉関係情報：被保険者の適用
除外の確認等を行うために保有
④　生活保護・社会福祉関係情報：生活保
護に関する情報に基づき、保険料段階及び
利用者負担段階等を決定するために保有
⑤　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険
給付の適切な給付実績等を確認するために
保有
⑥　年金関係情報：特別徴収を行うために
保有。また、老齢福祉年金にあっては、保
険料段階及び利用者負担段階等を決定する
ために保有

１　識別情報：対象者を正確に特定するた
めに保有
２　連絡先等情報：対象者の居住地、世帯
情報等を把握するために保有
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：介護保険料段階及び
介護保険の利用者負担段階等を決定するた
めに保有
②　医療保険関係情報：第２号被保険者の
医療保険を把握するため、また、高額医療
合算介護サービス費の給付のために保有
③　障害者福祉関係情報：被保険者の介護
保険の適用除外の確認等を行うために保有
④　生活保護・社会福祉関係情報：生活保
護に関する情報に基づき、介護保険料段階
及び介護保険の利用者負担段階等を決定す
るために保有
⑤　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険
給付の適切な給付実績等を確認するために
保有
⑥　年金関係情報：特別徴収を行うために
保有。また、老齢福祉年金にあっては、介
護保険料段階及び介護保険の利用者負担段
階等を決定するために保有。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項５④委託先への特定個
人情報ファイルの提供方法

電子記録媒体（フラッシュメモリを除く） 専用線 事後

敷設済み専用線の利用が可
能となったことから特定個
人情報ファイルの提供方法
を変更。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項５①委託内容

介護報酬等の審査支払業務及び第三者求償
業務

介護報酬等の審査支払業務、第三者求償業
務及び保険者事務共同処理業務

事後

記載漏れがあったため今回
の見直しで業務を追加。
（いずれの業務も個人番号
の利用はない。）

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項５②取扱いファイルを
委託する特定個人情報ファ
イルの範囲　その妥当性

介護保険法第１７６条において、国民健康
保険団体連合会は市町村から委託を受け
て、介護報酬等の審査・支払い事務、第三
者行為求償業務行うことができる旨規定さ
れている。

介護保険法第176条において「国民健康保険
団体連合会は市町村から委託を受けて、介
護報酬等の審査・支払い事務、第三者行為
求償業務の他、介護保険事業の円滑な運営
に資する事業を行うことができる」旨規定
されている。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事４②取扱いを委託する特
定個人情報ファイルの範囲
その妥当性

札幌市では、大量の印刷を実施できるプリ
ンタを保有しておらず、指定の期日まで
に、印刷及び事後処理を実施するために、
データからの印刷と事後処理の技術を保有
する民間事業者に委託する。

対象者へ自己負担割合証や各種通知等を送
付するに当たり、札幌市では、大量の印刷
を実施できるプリンタを保有しておらず、
指定の期日までに、印刷及び事後処理を実
施するために、データからの印刷と事後処
理の技術を保有する民間事業者に委託す
る。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項４再委託⑧再委託の許
諾方法

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制（委託先の管理下にある
か）を判断し許諾する。

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制を判断し許諾する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項３⑥委託先名

札幌市総合情報センター株式会社（予定） 競争入札により決定する。 事後
修正漏れがあったため今回
の見直しで修正。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項３再委託⑧再委託の許
諾方法

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制（委託先の管理下にある
か）を判断し許諾する。

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制を判断し許諾する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事３②取扱いを委託する特
定個人情報ファイルの範囲
対象となる本人の数　対象
となる本人の範囲

対象となる本人の数　１万人未満
対象となる本人の範囲　100万人以上1,000
万人未満

対象となる本人の数　100万人以上1,000万
人未満
対象となる本人の範囲　「２．③対象とな
る本人の範囲」と同じ。

事後
明らかな誤記修正のため重
要な変更にあたらない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事３②取扱いを委託する特
定個人情報ファイルの範囲
その妥当性

介護保険システムの安定した稼働のため、
システムの運用・保守の専門的な知識・技
術を保有する民間事業者に委託する。

特定個人情報ファイルの一部ではなく全体
について運用管理等を行う必要がある。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項２⑥委託先名

札幌市総合情報センター株式会社（予定） 競争入札により決定する。 事後
修正漏れがあったため今回
の見直しで修正。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項２　再委託⑧再委託の
許諾方法

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制（委託先の管理下にある
か）を判断し許諾する。

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制を判断し許諾する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項１　再委託⑧再委託の
許諾方法

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制（委託先の管理下にある
か）を判断し許諾する。

申請を受けて、委託内容（業務の一部であ
るか）や管理体制を判断し許諾する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事２②取扱いを委託する特
定個人情報ファイルの範囲
その妥当性

介護保険システムの安定した稼働のため、
システムの運用・保守の専門的な知識・技
術を保有する民間事業者に委託する。

特定個人情報ファイルの一部ではなく全体
について運用管理等を行う必要がある。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項１⑥委託先名

札幌市総合情報センター株式会社（予定） 競争入札により決定する。 事後
修正漏れがあったため今回
の見直しで修正。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日
（別紙１）番号法第１９条
第７号別表２に定める事務

提供先について集約したため「別紙１」を
追加

事後

提供先について別紙１に集
約した。文言整理による記
載の変更であり、重要な変
更にあたらない。

令和2年11月24日

Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　②保管期間　そ
の妥当性

介護保険法ほか法令では、データ保管期間
の定めはなく、各業務で過去の情報を必要
とする事務処理に対応できるようにする必
要があるため。

過去の情報を必要とする業務が多いため、
介護保険法等ではデータの保管期間の定め
がない。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日
Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　③消去方法

＜札幌市における措置＞
１　一定の保管期間を経過するなど業務上
不要と判断される情報は、システムにて自
動判別し消去する。
２　ディスクの交換時は、物理的破壊や専
用ソフトにて完全に消去する。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した紙
書類については、シュレッダーで完全に消
去する。

（以下、省略）

＜札幌市における措置＞
１　一定の保管期間を経過するなど業務上
不要と判断される情報を、システムが自動
判別し消去する仕組みを備えている。
２　ディスクの交換時は、物理的破壊や専
用ソフトにて完全に消去する。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した紙
書類は、シュレッダーで裁断する。
４　個人番号付電子申請データは紙に打ち
出した後、LGWAN接続端末から速やかに完全
消去する。

（以下、省略）

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供先２～２０

（削除） 事後

提供先について別紙１に集
約した。文言整理による記
載の変更であり、重要な変
更にあたらない。

令和2年11月24日
Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　①保管場所

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理を
している建物の中で、さらに入退館管理を
行っている部屋に設置したサーバー内に保
管する。
２　（以降省略）

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理を
している建物の中で、さらに入退室管理を
行っている部屋に設置したサーバー内に保
管する。
２　（以降省略）

事後
誤記の修正であり、重要な
変更にあたらない。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供先１-③提供する情報

介護保険給付等関係情報

介護保険法による保険給付の支給、地域支
援事業の実施若しくは保険料の徴収に関す
る情報（以下「介護保険給付等関係情報」
という。）であって主務省令で定めるもの

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供先１-⑤提供する情報
の対象となる本人の範囲

介護保険被保険者 「２．③対象となる本人の範囲」と同じ 事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供先１-①法令上の根拠

番号法第19条第７号　別表第二（第1項） 番号法第19条第７号　別表第二 事後

提供先について別紙１に集
約した。文言整理による記
載の変更であり、重要な変
更にあたらない。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供先１-②提供先におけ
る用途

健康保険法第五条第二項の規定により厚生
労働大臣が行うこととされた健康保険に関
する事務であって主務省令で定めるもの

番号法第19条第７号　別表第二に定める各
事務

事後

提供先について別紙１に集
約した。文言整理による記
載の変更であり、重要な変
更にあたらない。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供・移転の有無

提供を行っている（20件） 提供を行っている（23件） 事後 番号法の改正による変更。

令和2年11月24日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
提供先１

厚生労働大臣
番号法第19条第７号　別表第二に定める情
報照会者（別紙１参照）

事後

提供先について別紙１に集
約した。文言整理による記
載の変更であり、重要な変
更にあたらない。

令和2年11月24日

Ⅱ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
事項５ ⑤委託先名の確認
方法

介護保険法第１７６条において、国民健康
保険団体連合会は市町村から委託を受け
て、介護報酬等の審査・支払い事務、第三
者行為求償業務行うことができる旨規定さ
れている。

介護保険法第176条において、国民健康保険
団体連合会は市町村から委託を受けて、介
護報酬等の審査・支払い事務、第三者行為
求償業務の他、介護保険事業の円滑な運営
に資する事業を行うことができる旨規定さ
れている。

事後
業務内容修正に伴い、今回
の見直しで修正。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク３：入手した特定個
人情報が不正確であるリス
ク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

個人番号カード又は通知カードと身分証明
書の提示を受け、既に登録された宛名情報
の基本４情報（氏名・住所・性別・生年月
日）と差異がないか比較することにより、
個人番号の真正性を確認する。

個人番号カード又は通知カードと身分証明
書の提示を受け、登録済みの基本４情報
（氏名・住所・性別・生年月日）と差異が
ないか比較することにより、個人番号の真
正性を確認する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク３：入手した特定個
人情報が不正確であるリス
ク
入手の際の本人確認の措置
の内容

個人番号カード又は通知カードと身分証明
書の提示を受けることなどにより、必ず本
人確認を行う。
他市町村等から入手する情報については、
各入手元において番号法第16条に基づく本
人確認が行われている。

個人番号カード又は通知カードと身分証明
書の提示を受けることなどにより、必ず本
人確認を行う。
他市町村等からは、他市町村等が番号法第
16条に基づく本人確認を行って入手した情
報が提供される。
住民がサービス検索・電子申請機能から個
人番号付電子申請データを送信する際に
は、個人番号カードの署名用電子証明書に
よる電子署名を付す。また、個人番号付電
子申請データを受領した市町村等は署名検
証（有効性確認、改ざん検知）等を実施す
る。これにより本人確認を行う。

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク１：目的外の入手が
行われるリスク
必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置
の内容

必要とされる情報以外記載できない書類様
式とする。

１　必要な情報以外記載できない書類様式
とする。
２　住民がサービス検索・電子申請機能の
画面誘導に従いサービスを検索し申請
フォームを選択して必要情報を入力する際
に、画面での誘導を簡潔に行うことで、異
なる手続きに係る申請や不要な情報を送信
してしまうリスクを防止する。

事前
「２」について、申請方法
（電子申請）追加に伴う重
要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク１：目的外の入手が
行われるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

１　個人番号カード又は通知カードと身分
証明書の提示による本人確認を厳守するこ
とで、対象者以外の情報の入手を防止す
る。
２　他の行政機関等より特定個人情報を含
む情報（被保険者資格情報、所得情報等）
を入手する際、必要とされる対象者以外記
載できない書類様式で照会等を行う。

１　窓口対応では、個人番号カード又は通
知カードと身分証明書の提示による本人確
認を厳守することで、対象者以外の情報の
入手を防止する。
２　他の行政機関等から特定個人情報を含
む情報（被保険者資格情報、所得情報等）
を入手する際は、必要とされる対象者以外
記載できない書類様式で照会等を行う。
３　電子申請時は、サービス検索・電子申
請機能画面に個人番号の提出が必要な対象
者について表示し、対象者以外の情報の入
手を防止する。

事前
「３」について、申請方法
（電子申請）追加に伴う重
要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク２：不適切な方法で
入手が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

＜介護保険システム、国保・介護・後期
収納管理／滞納整理システム及び高齢・障
がい福祉システムにおける措置＞
１　住民からの申請等情報については、法
令等において手続きに必要な事項を規定し
た様式を示していることから、申請等の手
続きを行う者は個人番号の記載が必要であ
ると認識した上で申請書等を提出すること
としており、不適切に入手することはな
い。
２　紙媒体により提出される申請等情報
は、札幌市を送付先としており、詐取・奪
取が行われることはない。
３　システムへのアクセスについては、業
務システム端末からの制限された利用者に
よる照会と登録のみとしており、それ以外
の方法ではアクセスできない。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
システムへのアクセスについては、業務シ
ステム端末からの制限された利用者による
もののみとしており、それ以外の方法では
アクセスはできない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合
端末における措置＞
システムへのアクセスについては、業務シ
ステム端末からの制限された利用者による
もののみとしており、それ以外の方法では
アクセスはできない。

＜システム外の措置＞
窓口等で個人番号の提示を受けるときは、
法令で定める本人確認を行ったうえで受付
を行う。

＜介護保険システム、国保・介護・後期
収納管理／滞納整理システム及び高齢・障
がい福祉システムにおける措置＞
１　手続に当たっては、個人番号の記載が
必要であることを認識してもらった上で、
申請書等を提出してもらう。これにより、
本人が知らぬ間に個人番号を提出してしま
うことを防止している。
２　紙媒体の申請等情報は、本人等が来庁
して提出するか、直接札幌市に郵送するた
め、中間で詐取・奪取が行われるリスクは
低い。
３　それぞれのシステムへアクセスできる
職員と端末を限定している。

＜団体内統合宛名システム及び住民基本台
帳ネットワークシステム統合端末における
措置＞
それぞれのシステムへアクセスできる職員
と端末を限定している。

＜サービス検索・電子申請機能における措
置＞
１　住民がサービス検索・電子申請機能か
ら個人番号付電子申請データを送信する際
には、個人番号カードの署名用電子証明書
による電子証明を付し、電子申請を受理し
た市町村等で署名検証を行う。これによ
り、本人からの情報であることを確認して
いる。
２　サービス検索・電子申請機能の画面の
誘導で住民に何の手続を探して電子申請を
行いたいのか理解してもらいながら操作を
してもらい、たどり着いた申請フォームが
何のサービスにつながるものか明示するこ
とで、住民に過剰な負担をかけることなく
適切に電子申請してもらえるよう措置を講
じている。

＜システム外の措置＞
窓口等で個人番号の提示を受けるときは、
個人番号カード又は通知カードと身分証明
書の提示を受けることなどにより、必ず本
人確認を行う。

事前

＜サービス検索・電子申請
機能における措置＞につい
て、申請方法（電子申請）
追加に伴う重要な変更。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク２：権限のないもの
（元職員、アクセス権限の
ない職員等）によって不正
に使用されるリスク
ユーザ認証の管理　具体的
な方法

システムを利用できる職員を限定し、ユー
ザIDによる識別と認証用トークンに表示さ
れたパスワード（約３０秒ごとに変化す
る）、ＰＩＮコードによる認証を実施す
る。また、業務に応じて各ユーザの操作権
限を制限する。

１　システムを利用できる職員を限定し、
ユーザIDによる識別と認証用トークンに表
示されたパスワード（約３０秒ごとに変化
する）、ＰＩＮコードによる認証を実施す
る。また、業務に応じて各ユーザの操作権
限を制限する。
２　サービス検索・電子申請機能をLGWAN接
続端末上で利用する職員を限定し、個人ご
とのユーザIDを割り当て、ＩＤとパスワー
ドによる認証を行う。
３　なりすましによる不正を防止する観点
から共用のIDは利用しない。

事前
「２」及び「３」につい
て、申請方法（電子申請）
追加に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク２：権限のないもの
（元職員、アクセス権限の
ない職員等）によって不正
に使用されるリスク
アクセス権限の発効・失効
の管理　具体的な方法

１　発効管理
①　認証サーバーにおいて、職員の所属及
び業務によりアクセス権限をパターン化す
ることによって、必要最小限の権限が付与
されるよう管理している。
②　アクセス権限の付与を行う際、実施手
順に基づき、業務主管部門（「Ⅱ．２．⑥
事務担当部署」の所属長）から情報システ
ム部門に対して申請を行う。
２　失効管理
　　人事異動等によりアクセス権に変更が
生じた場合は、実施手順に基づき業務主管
部門は情報システム部門に対して、速やか
に失効の申請を行う。

１　発効管理
①　職員ごとに必要最小限の権限が付与さ
れるよう管理している。
②　アクセス権限の付与を行う際、実施手
順に基づき、業務主管部門（「Ⅱ．２．⑥
事務担当部署」の所属長）から情報システ
ム部門に対して申請を行う。
２　失効管理
　　人事異動等によりアクセス権に変更が
生じた場合は、実施手順に基づき業務主管
部門は情報システム部門に対して、速やか
に失効の申請を行う。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク１：目的を超えた紐
付け、事務に必要のない情
報との紐付けが行われるリ
スク
 宛名システム等における
措置の内容

１　介護保険業務に関する宛名情報の保存
は、システム基盤（社会保障宛名）におい
て実施しており、事務で使用する部署の職
員のみが当該情報にアクセスし、利用でき
る仕組みとなっている。
２　介護保険業務以外との情報連携は、番
号法や条例などの関係法令で定められた必
要な範囲に限定される。
３　システム基盤（個人基本）との連携
は、住民基本台帳に関する情報連携に限定
される。
４　システム基盤（団体内統合宛名）との
連携は、番号制度に伴う、個人特定に必要
な範囲に限定される。

１　介護保険業務に関する宛名情報は、シ
ステム基盤（社会保障宛名）に保存してお
り、事務で使用する部署の職員のみが当該
情報にアクセスし、利用できる仕組みと
なっている。
２　介護保険業務以外との情報連携は、番
号法や条例などの関係法令で定められた必
要な範囲に限定される仕組みになってい
る。
３　システム基盤（個人基本）との連携
は、住民基本台帳に関する情報連携に限定
される仕組みになっている。
４　システム基盤（団体内統合宛名）との
連携は、番号制度に伴う、個人特定に必要
な範囲に限定される仕組みになっている。

事後

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク１：目的を超えた紐
付け、事務に必要のない情
報との紐付けが行われるリ
スク
 事務で使用するその他の

システム基盤（市中間サーバー）との連携
は、番号制度に伴う、団体間の情報連携に
必要な範囲に限定される。

システム基盤（市中間サーバー）との連携
は、、番号法や条例などの関係法令で定め
られた必要な範囲に限定される仕組みに
なっている。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク３：入手した特定個
人情報が不正確であるリス
ク
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

１　上記の通り、入手の各段階で、本人確
認とともに、特定個人情報の正確性を確保
している。
２　職員にて収集した情報に基づいて、適
宜、職権で修正することで、正確性を確保
している。

１　職員が収集した情報に基づいて、不正
確な情報があれば修正している。
２　サービス検索・電子申請機能へ不正確
な個人番号が入力されたときに検出する機
能がある（チェックデジット）。また、個
人番号カード内の記憶領域に格納された個
人番号を申請フォームに自動転記する機能
がある。これにより、不正確な個人番号の
入力を抑止している。

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）
リスク４：入手の際に特定
個人情報が漏えい・紛失す
るリスク
リスクに対する措置の内容

＜介護保険システム、国保・介護・後期
収納管理／滞納整理システム及び高齢・障
がい福祉システムにおける措置＞
１　省略紙媒体により提出された申請等情
報は、鍵付きの保管庫で保管する。
２　委託業者との契約において、秘密保持
の遵守に関する条項を明記して、情報の漏
えいを防止している。
３　システム間は専用回線で接続されてお
り、それ以外への接続はできないシステム
となっているので、外部に漏れることはな
い。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
団体内統合宛名システムは、中間サーバー
や各システムとの接続に専用回線を用いて
いるため、外部に漏れることはない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合
端末における措置＞
住民基本台帳ネットワークシステムとの接
続に専用回線を用いているため、外部に漏
れることはない。

＜介護保険システム、国保・介護・後期
収納管理／滞納整理システム及び高齢・障
がい福祉システムにおける措置＞
１　紙媒体により提出された申請等情報
は、鍵付きの保管庫で保管する。
２　委託先との契約において、秘密保持の
遵守に関する条項を明記して、情報の漏え
いを防止している。
３　システム間は専用回線で接続されてお
り、それ以外への接続はできないシステム
となっているので、外部に漏れることはな
い。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
団体内統合宛名システムは、中間サーバー
や各システムとの接続に専用回線を用いて
いるため、外部に漏れることはない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合
端末における措置＞
住民基本台帳ネットワークシステムとの接
続に専用回線を用いているため、外部に漏
れることはない。

＜サービス検索・電子申請機能における措
置＞
サービス検索・電子申請機能と地方公共団
体との間はLGWAN（※）、VPN（仮想プライ
ベートネットワーク）等の回線を用いた暗
号化通信を行うため、外部に漏れることは
ない。
（※）LGWAN…地方自治体のコンピュータ
ネットワークを相互に接続した広域ネット
ワーク。インターネットからは切り離され
ている。

事前

「＜サービス検索・電子申
請機能における措置＞」に
ついて、申請方法（電子申
請）追加に伴う重要な変
更。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　特定
個人情報の提供ルール　委
託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

サーバー室および事務室からの情報の持ち
出し禁止を仕様書に明記している。また、
セキュリティ保全の対策状況について定期
的に報告させている。

（内容）
当該委託業務の契約書では、「特定個人情
報等の取扱いに関する特記事項」を遵守す
るよう定めている。
（確認方法）
この特記事項の中で、札幌市の指定する手
段で特定個人情報等の受渡しや確認を行う
ことを規定している。また遵守内容につい
て定期的に報告させている。

事後

要領で新たに「特定個人情
報等の取扱いに関する特記
事項」を策定したため、記
載を変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　 特
定個人情報ファイルの取扱
いの記録

システム操作記録による記録を残してい
る。また、データベースへの接続監視を行
い、30分毎に担当職員へメールで監視状況
が通知されるようになっており、申請のな
い接続を把握できるようになっている。

システムの操作記録を残している。また、
データベースへの接続監視を行い、30分毎
に担当職員へメールで監視状況が通知され
るようになっており、いつ・だれが・どの
データベースに・どのようなアクセスをし
たかを把握できるようになっている。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　特定
個人情報の提供ルール　委
託先から他者への提供に関
するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

サーバー室および事務室からの情報の持ち
出し禁止を仕様書に明記している。また、
セキュリティ保全の対策状況について定期
的に報告させている。

（内容）
当該委託業務の契約書では、「特定個人情
報等の取扱いに関する特記事項」を遵守す
るよう定めている。
（確認方法）
この特記事項の中で、第三者への提供の禁
止を規定している。また、遵守内容につい
て定期的に報告させている。

事後

要領で新たに「特定個人情
報等の取扱いに関する特記
事項」を策定したため、記
載を変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　情報
保護体制の確認

契約毎に被指名者選考委員会を開いて審議
し、指名見積参加者選考調書に記録してい
る。審査基準は札幌市役務契約事務取扱要
領および札幌市競争入札参加資格審査等取
扱要領による。

札幌市が規定する特定個人情報取扱安全管
理基準に適合しているか予め確認して委託
契約を締結している。

事後

札幌市特定個人情報取扱要
領（以下「要領」とい
う。）で新たに策定した、
特定個人情報取扱安全管理
基準に基づき、予め「情報
保護管理体制の確認」を実
施することと規定したため

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　特定
個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

サーバー室や事務室の入退室を従業者に配
布しているICカードにより制限し不正な侵
入を防止している。
また、端末機の操作者ごとにフォルダへの
アクセス権限を設定し、利用可能なファイ
ルを制限する等の方法を定める。

サーバ室や事務室の入退室を従業者に配布
しているICカードにより制限し不正な侵入
を防止している。また、端末機の操作者ご
とにフォルダへのアクセス権限を設定し、
利用可能なファイルを制限する等の方法を
定める。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク４：特定個人情報
ファイルが不正に複製され
るリスク
リスクに対する措置の内容

１　システム上、管理権限を与えられた者
以外、情報の複製は行えない仕組みとなっ
ている。
２　セキュリティ実施手順に情報システム
部門の承認を得なければ、情報の複製は認
められない仕組みとなっている。

１～２　省略
３　住民が行った電子申請のデータ等へ
は、アクセス権限の設定により特定の職員
のみがアクセスできるようシステムで管理
する。

事前
「３」について、申請方法
（電子申請）追加に伴う重
要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
 特定個人情報の使用にお
けるその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

１　一定時間操作が無い場合は、自動的に
ログアウトする。
２　スクリーンセーバを利用して、長時間
にわたり個人情報を表示させない。
３　端末のディスプレイを、来庁者から見
えない位置に置く。
４　画面のハードコピーの取得は、事務処
理に必要となる範囲にとどめる。

〈リスク：事務に関係のない者にのぞき見
等されるリスク〉
１　一定時間操作が無い場合は、自動的に
ログアウトする。
２　スクリーンセーバを利用して、長時間
にわたり個人情報を表示させない。
３　端末のディスプレイを、来庁者から見
えない位置に置く。
４　事務処理に必要のない画面のハードコ
ピーは取得しない。

事後

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク３：従業者が事務外
で使用するリスク
リスクに対する措置の内容

１　外部媒体へのデータのコピーを禁じて
いる。
２　システム操作記録を取得しているた
め、事務外で使用した場合は直ちに特定可
能であることを周知している。
３　臨時職員等は、業務上知り得た情報の
業務外利用の禁止に関する条項を含む承諾
書に署名をする。
４　外部記憶媒体の利用制御システムによ
り、事前に登録された外部記憶媒体以外は
書き込みができないようにすることで、不
正な情報の持ち出しを制限する。

１　外部媒体へのデータのコピーを禁じて
いる。仮にコピーしようとしたとしても、
外部記憶媒体の利用制御システムにより、
事前に登録した外部記憶媒体以外は書き込
みができない。
２　システム操作記録を取得していること
を周知し、事務外で使用しないように注意
喚起している。
３　会計年度任用職員等には、業務上知り
得た情報の業務外利用の禁止に関する条項
を含む承諾書に署名をさせる。
４　住民が行った電子申請のデータ等へア
クセスできる端末を制限する。

事前
「４」について、申請方法
（電子申請）追加に伴う重
要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用
リスク２：権限のないもの
（元職員、アクセス権限の
ない職員等）によって不正
に使用されるリスク
その他の措置の内容

１　システムが利用できる端末について
は、勝手に設定を変更できないよう情報シ
ステム部門にて管理している。
２　指定された端末以外からアクセスでき
ないよう、情報システム部門にて制御して
いる。
３　システム使用中以外は必ずログオフを
行う旨、実施手順に記載し周知するととも
に、一定時間端末を操作しなかった場合は
再度パスワード認証を要求する設定として
いる。

１　システムが利用できる端末について
は、勝手に設定を変更できないよう情報シ
ステム部門で管理している。
２　指定された端末以外からアクセスでき
ないよう、情報システム部門で制御してい
る。
３　システム使用中以外は必ずログオフを
行う。また、一定時間端末を操作しなかっ
た場合は再度パスワード認証を要求する設
定としている。

事後

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転  リスク１：不正
な提供・移転が行われるリ
スク　特定個人情報の提
供・移転の記録

特定個人情報の提供・移転が行われるシス
テム処理の実行記録が保管される。

特定個人情報の提供・移転の実行記録をシ
ステムに保管する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　委託
契約書中の特定個人情報
ファイルの取扱いに関する
規定

個人情報取扱注意事項として以下を契約書
に明記している。
１　個人情報の保護
２　複写、複製の禁止
３　目的外使用の禁止
４　情報の返還

当該委託業務の契約書では「特定個人情報
等の取扱いに関する特記事項」を遵守する
よう定めており、以下の事項を規定してい
る。
１　秘密保持義務
２　事業所内からの特定個人情報の持ち出
しの禁止
３　特定個人情報の目的外利用の禁止
４　再委託における条件
５　漏えい事案等が発生した場合の委託先
の責任
６　委託契約終了後の特定個人情報の返却
又は廃棄
７　特定個人情報を降り扱う従業者の明確
化
８　従業者に対する監督・教育、契約内容
の遵守状況についての報告
９　必要があると認めるときは実地の監
査、調査等を行うこと

事後

要領で新たに「特定個人情
報等の取扱いに関する特記
事項」を策定したため、記
載を変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　再委
託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの
確保

委託先に対し、業務委託契約書における遵
守事項を再委託先に周知徹底し遵守させて
いる。
セキュリティ保全状況に関する報告を定期
的に提示させている。

当該委託業務の契約書では、「特定個人情
報等の取扱いに関する特記事項」を遵守す
るよう定めている。この特記事項の中で、
再委託するときは必ず札幌市の許諾を得る
ことと規定している。その際には、再委託
先が札幌市の規定する特定個人情報取扱安
全管理基準に適合しているか予め確認して
許諾することと規定している。
また、再委託先における特定個人情報等の
取扱状況についても定期的に報告させてい
る。

事後

要領で「特定個人情報等の
取扱いに関する特記事項」
を策定したため、記載を変
更

令和2年11月24日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　特定
個人情報の消去ルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

消去ルール：定めていない
ルールの内容及びルール遵守の確認方法：
サーバー室および事務室からの情報の持ち
出しは禁止している。
委託先が特定個人情報を消去する場合は、
本市の指示に基づき実施する。

消去のルール：定めている
ルールの内容及びルール遵守の確認方法：
（内容）
当該委託業務の契約書では、「特定個人情
報等の取扱いに関する特記事項」を遵守す
るよう定めている。
（確認方法）
この特記事項の中で、札幌市の指定する手
段で消去し、その内容を記録した書面で報
告することを規定している。

事後

要領で「特定個人情報等の
取扱いに関する特記事項」
を策定したため、記載を変
更。

事後

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転  リスク１：不正
な提供・移転が行われるリ
スク　その他の措置の内容

令和2年11月24日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転  リスク２：不適
切な方法で提供・移転が行
われるリスクリスクに対す
る措置の内容

１　管理されたネットワーク上で行われ
る、システム処理による通信により、特定
個人情報の提供・移転が行われるため、
誤った相手への提供・移転は行われない。
２　システム処理によらない特定個人情報
の提供・移転を行う必要がある場合は、業
務主管部門からの事前手続きに基づいて、
情報システム部門の管理の下に実施する。

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

１　誤った相手へ提供・移転しないよう
に、管理されたネットワーク上の通信を用
いる。
２　システム処理によらない特定個人情報
の提供・移転を行う必要がある場合は、業
務主管部門からの事前手続に基づいて、情
報システム部門の管理の下に実施する。

事後

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

１　「サーバー室等への入室権限」および
「本特定個人情報ファイルを扱うシステム
へのアクセス権限」を有する者を管理し、
情報の持ち出しを制限する。
２　システムにより自動化されている情報
の提供・移転処理以外で、情報の提供・移
転を行う作業等においては、情報システム
部門の職員が立会いを行う。
３　外部記憶媒体の利用制御システムによ
り、事前に登録された外部記憶媒体以外は
書き込みができないようにすることで、不
正な情報の持ち出しを制限する。

１　「サーバー室等への入室権限」及び
「本特定個人情報ファイルを扱うシステム
へのアクセス権限」を有する者を管理し、
情報の持ち出しを制限する。
２　システムにより自動化されている情報
の提供・移転処理以外で、情報の提供・移
転を行う場合は、情報システム部門の職員
が立会う。
３　外部記憶媒体へのコピーを禁止してい
る。また、外部記憶媒体利用制御システム
により外部記憶媒体が作動しないようにす
ることで、情報の不正な持ち出しを禁止し
ている。

令和2年11月24日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転  リスク１：不正
な提供・移転が行われるリ
スク　 特定個人情報の提
供・移転に関するルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

介護保険業務以外との情報連携は、番号法
や条例などの関係法令で定められた必要な
範囲に限定される。

（内容）
札幌市内部の介護保険業務以外との情報連
携は、番号法や条例などの関係法令で定め
られた必要な範囲に限定する。
（確認方法）
個人番号利用事務監査を実施し、提供・移
転が適切であるかを確認している。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク３：入手した特定個
人情報が不正確であるリス
ク

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーは、特定個人情報保護委
員会との協議を経て、総務大臣が設置・管
理する情報提供ネットワークシステムを使
用した特定個人情報の入手のみ実施できる
よう設計されるため、安全性が担保されて
いる。

情報提供ネットワークシステムは、特定個
人情報保護委員会との協議を経て総務大臣
が設置・管理している。中間サーバーは、
この情報提供ネットワークシステムを使用
した特定個人情報しか入手できない設計に
なっている。そのため、照会対象者の正確
な特定個人情報を入手することが担保され
ている。

事後

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク２：　安全が保たれ
ない方法によって入手が行
われるリスク

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーは、特定個人情報保護委
員会との協議を経て、総務大臣が設置・管
理する情報提供ネットワークシステムを使
用した特定個人情報の入手のみ実施できる
よう設計されるため、安全性が担保されて
いる。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離
するとともに、通信を暗号化することで安
全性を確保している。

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転  リスク３：誤っ
た情報を提供・移転してし
まうリスク、誤った相手に
提供・移転してしまうリス
ク　リスクに対する措置の
内容

１　誤った情報を提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　システム操作者は特定個人情報の入力
結果に誤りがないか、必ず確認を行う。
②　情報を提供・移転するファイルはシス
テム上で形式が定義されており、定義され
た情報以外は連携されない。
③　システムによるエラーチェックとし
て、入力内容や計算内容のチェックが行わ
れている。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　本市の情報システム部門に事前協議を
行い、承認を得たうえで、システム機能で
どの相手システムと情報連携するかが定義
されたもの以外は連携されない。
②　管理されたネットワーク上で行われ
る、システム処理による通信により、特定
個人情報の提供・移転が行われるため、
誤った相手への提供・移転は行われない。

１　誤った情報を提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　システム操作者は特定個人情報の入力
結果に誤りがないか、必ず確認を行う。
②　情報を提供・移転するファイルはシス
テム上で形式が定義されており、定義され
た形式の情報以外は連携されない。
③　システムによって入力内容や計算内容
のエラーチェックが行われている。

２　誤った相手に提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　本市の情報システム部門に事前協議を
行い、承認を得る必要がある。また、情報
連携が認められた相手システムとしか連携
されない仕組みになっている。
②　誤った相手へ提供・移転しないよう
に、管理されたネットワーク上の通信を用
いる。

事後

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
情報提供ネットワークシステムは、特定個
人情報保護委員会との協議を経て総務大臣
が設置・管理している。中間サーバーは、
この情報提供ネットワークシステムを使用
した特定個人情報しか入手できない設計に
なっており、安全性を保っている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、安全性を確保している。
２　中間サーバーと地方公共団体等との間
については、VPN（仮想プライベートネット
ワーク）等の技術を利用し、地方公共団体
等ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保してい
る。

事後令和2年11月24日

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク１：目的外の入手が
行われるリスク リスクに
対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　情報照会機能（※１）により、情報提
供ネットワークシステムに情報照会を行う
際には、情報提供許可証の発行と照会内容
の照会許可用照合リスト（※２）との照合
を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提
供許可証を受領してから情報照会を実施す
ることになる。つまり、番号法上認められ
た情報連携以外の照会を拒否する機能を備
えており、目的外提供やセキュリティリス
クに対応している。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能（※３）では、ログイン時の職員認証の
他に、ログイン・ログアウトを実施した職
員、時刻、操作内容の記録が実施されるた
め、不適切な接続端末の操作や、不適切な
オンライン連携を抑止する仕組みになって
いる。
（※１）情報提供ネットワークシステムを
使用した特定個人情報の照会及び照会した
情報の受領を行う機能。
（※２）番号法別表第二及び第１９条第１
４号に基づき、事務手続きごとに情報照会
者、情報提供者、照会・提供可能な特定個
人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認
証と職員に付与された権限に基づいた各種
機能や特定個人情報へのアクセス制御を行
う機能。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１番号法上認められた情報連携以外の照会
を拒否する機能を有しており、目的外の入
手が行われないように備えている。
２　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容が記録されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑
止する仕組みになっている。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク４：　入手の際に特
定個人情報が漏えい・紛失
するリスク

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーは、情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の入手
のみを実施するため、漏えい・紛失のリス
クに対応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を
行い、許可されていないシステムからのア
クセスを防止する仕組みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会
結果については、一定期間経過後に当該結
果を情報照会機能において自動で削除する
ことにより、特定個人情報が漏えい・紛失
するリスクを軽減している。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能では、ログイン時の職員認証の他に、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時
刻、操作内容の記録が実施されるため、不
適切な接続端末の操作や、不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネット
ワークシステムを使用して特定個人情報を
送信する際、送信する特定個人情報の暗号
化を行っており、照会者の中間サーバーで
しか復号できない仕組みになっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムで
は復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセ
キュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、漏えい･紛失のリスクに対
応している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離す
るとともに、通信を暗号化することで漏え
い･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の
業務は、中間サーバー・プラットフォーム
の運用、監視・障害対応等であり、業務
上、特定個人情報へはアクセスすることは
できない。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーは、情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の入手
のみを実施するため、漏えい・紛失のリス
クに対応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を
行い、許可されていないシステムからのア
クセスを防止する仕組みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会
結果については、一定期間経過後に当該結
果を情報照会機能において自動で削除する
ことにより、特定個人情報が漏えい・紛失
するリスクを軽減している。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能では、ログイン時の職員認証の他に、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時
刻、操作内容の記録が実施されるため、不
適切な接続端末の操作や、不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネット
ワークシステムを使用して特定個人情報を
送信する際、送信する特定個人情報の暗号
化を行っており、照会者の中間サーバーで
しか復号できない仕組みになっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムで
は復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセ
キュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、漏えい･紛失のリスクに対
応している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離す
るとともに、通信を暗号化することで漏え
い･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の
業務は、中間サーバー・プラットフォーム
の運用、監視・障害対応等であり、業務
上、特定個人情報へはアクセスすることは
できない。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク５：　不正な提供が
行われるリスク

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　情報提供機能（※）により、情報提供
ネットワークシステムにおける照会許可用
照合リストを情報提供ネットワークシステ
ムから入手し、中間サーバーにも格納し
て、情報提供機能により、照会許可用照合
リストに基づき情報連携が認められた特定
個人情報の提供の要求であるかチェックを
実施している。
２　情報提供機能により、情報提供ネット
ワークシステムに情報提供を行う際には、
情報提供ネットワークシステムから情報提
供許可証と情報照会者へたどり着くための
経路情報を受領し、照会内容に対応した情
報を自動で生成して送付することで、特定
個人情報が不正に提供されるリスクに対応
している。
３　特に慎重な対応が求められる情報につ
いては自動応答を行わないように自動応答
不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認し、提
供を行うことで、センシティブな特定個人
情報が不正に提供されるリスクに対応して
いる。
４　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能では、ログイン時の職員認証の他に、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時
刻、操作内容の記録が実施されるため、不
適切な接続端末の操作や、不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使
用した特定個人情報の提供の要求の受領及
び情報提供を行う機能。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　　番号法上認められた情報連携以外の
照会を拒否する機能を有しており、不正な
提供が行われないよう備えている。
２　情報提供ネットワークシステムに情報
提供を行う際には、照会内容に対応した情
報のみを自動で生成して送付する機能が備
わっている。また、情報提供ネットワーク
システムから、情報提供許可証と、情報照
会者へたどり着くための経路情報を受け
取ってから提供する機能が備わっている。
これらの機能により、特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。
３　特に慎重な対応が求められる情報につ
いては自動応答を行わないように自動応答
不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認するこ
とで、センシティブな特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。
４　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容が記録されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑
止する仕組みになっている。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク６：　不適切な方法
で提供されるリスク　リス
クに対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　セキュリティ管理機能（※）により、
情報提供ネットワークシステムに送信する
情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵
で暗号化を適切に実施した上で提供を行う
仕組みになっている。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能では、ログイン時の職員認証の他に、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時
刻、操作内容の記録が実施されるため、不
適切な接続端末の操作や、不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照
会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、不適切な方法で提供され
るリスクに対応している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離
するとともに、通信を暗号化することで漏
えい･紛失のリスクに対応している。
３　中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者においては、特定個
人情報に係る業務にはアクセスができない
よう管理を行い、不適切な方法での情報提
供を行えないよう管理している。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　情報提供ネットワークシステムに情報
を送信する際は、情報が暗号化される仕組
みになっている。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能では、ログイン時の職員認証の他に、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時
刻、操作内容が記録されるため、不適切な
接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、不適切な方法で提供され
るリスクに対応している。
２　中間サーバーと地方公共団体等との間
については、VPN（仮想プライベートネット
ワーク）等の技術を利用し、地方公共団体
等ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保してい
る。
３　中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者が、特定個人情報に
はアクセスができないよう管理すること
で、不適切な方法での情報提供を行えない
ようにしている。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク７：　誤った情報を
提供してしまうリスク、
誤った相手に提供してしま
うリスク　リスクに対する
措置の内容

＜札幌市における措置＞
１　誤った情報を提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　システム操作者は特定個人情報の入力
結果に誤りがないか、必ず確認を行う。
②　情報を提供・移転するファイルはシス
テム上で形式が定義されており、定義され
た情報以外は連携されない。
③　システムによるエラーチェックとし
て、入力内容や計算内容のチェックが行わ
れている。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　本市の情報システム部門に事前協議を
行い、承認を得たうえで、システム機能で
どの相手システムと情報連携するかが定義
されたもの以外は連携されない。
②　管理されたネットワーク上で行われ
る、システム処理による通信により、特定
個人情報の提供・移転が行われるため、
誤った相手への提供・移転は行われない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　情報提供機能により、情報提供ネット
ワークシステムに情報提供を行う際には、
情報提供許可証と情報照会者への経路情報
を受領した上で、情報照会内容に対応した
情報提供をすることで、誤った相手に特定
個人情報が提供されるリスクに対応してい
る。
２　情報提供データベース管理機能（※）
により、「情報提供データベースへのイン
ポートデータ」の形式チェックと、接続端
末の画面表示等により情報提供データベー
スの内容を確認できる手段を準備すること
で、誤った特定個人情報を提供してしまう
リスクに対応している。
３　情報提供データベース管理機能では、
情報提供データベースの副本データを既存
業務システムの原本と照合するためのエク
スポートデータを出力する機能を有してい
る。
（※）特定個人情報を副本として保存・管
理する機能。

＜札幌市における措置＞
１　誤った情報を提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　システム操作者は特定個人情報の入力
結果に誤りがないか、必ず確認を行う。
②　情報を提供・移転するファイルはシス
テム上で形式が定義されており、定義され
た形式の情報以外は連携されない。
③　システムによる入力内容や計算内容の
エラーチェックが行われている。
２　誤った相手に提供・移転してしまうリ
スクへの措置
①　本市の情報システム部門に事前協議を
行い、承認を得る必要がある。また、情報
連携が認められた相手システムとしか連携
されない仕組みになっている。
②　誤った相手へ提供・移転しないよう
に、管理されたネットワーク上の通信を用
いる。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　情報提供ネットワークシステムに情報
提供を行う際には、照会内容に対応した情
報のみを自動で生成して送付する機能が備
わっている。また、情報提供ネットワーク
システムから、情報提供許可証と、情報照
会者へたどり着くための経路情報を受け
取ってから提供する機能が備わっている。
これらの機能により、誤った相手へ特定個
人情報を提供するリスクに対応している。
２　情報提供データベースへ情報が登録さ
れる際には、決められた形式のファイルで
あるかをチェックする機能が備わってい
る。また情報提供データベースに登録され
た情報の内容は端末の画面で確認すること
ができる。これらにより、誤った特定個人
情報を提供してしまうリスクに対応してい
る。
３　情報提供データベース管理機能（※）
では、情報提供データベース内の副本デー
タを既存業務システム内の正本データと照
合するためのデータを出力する機能を有し
ており、提供する特定個人情報に誤りがな
いか確認することができる。
（※）特定個人情報を副本として保存・管
理する機能。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
情報提供ネットワークシス
テムとの接続に伴うその他
のリスク及びそのリスクに
対する措置

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携
は、中間サーバー・プラットフォームが行
う構成となっており、情報提供ネットワー
クシステム側から、本市の各業務システム
へのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーの職員認証・権限管理機
能では、ログイン時の職員認証の他に、ロ
グイン・ログアウトを実施した職員、時
刻、操作内容の記録が実施されるため、不
適切な接続端末の操作や、不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
２　情報連携においてのみ、情報提供用個
人識別符号を用いることがシステム上担保
されており、不正な名寄せが行われるリス
クに対応している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離
するとともに、通信を暗号化することで安
全性を確保している。
３　中間サーバー・プラットフォームで
は、特定個人情報を管理するデータベース
を地方公共団体ごとに区分管理（アクセス
制御）しており、中間サーバー・プラット
フォームを利用する団体であっても他団体
が管理する情報には一切アクセスできな
い。
４　特定個人情報の管理を地方公共団体の
みが行うことで、中間サーバー・プラット
フォームの保守・運用を行う事業者におけ
る情報漏えい等のリスクを極小化する。

・本市の各システム、管理する情報及び通
信中の情報へ不正にアクセスされたり漏え
いしたりするリスク

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
（省略）

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１～２（省略）
３　中間サーバー・プラットフォームで
は、特定個人情報を管理するデータベース
を地方公共団体ごとに区分管理（アクセス
制御）しており、他の地方公共団体が管理
する情報には一切アクセスできない。
４　地方公共団体のみが特定個人情報の管
理を行い、中間サーバー・プラットフォー
ムの保守・運用を行う事業者が特定個人情
報にアクセスできないようにすることで、
事業者における情報漏えい等のリスクを極
小化する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和2年11月24日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１－⑤物
理的対策　具体的な対策の
内容

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理
設備を設置し、入退室カード（ＩＣカー
ド）を貸与された者でないと入室できな
い。また、入退室の記録は保存され、監視
カメラも設置している。
２　磁気ディスクやドキュメント類は施錠
可能な保管庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施
錠可能なラックに設置している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバー･プラットフォームをデータセ
ンターに構築し、設置場所への入退室者管
理、有人監視及び施錠管理をすることとし
ている。また、設置場所はデータセンター
内の専用の領域とし、他テナントとの混在
によるリスクを回避する。

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理
設備を設置し、入退室カード（ＩＣカー
ド）を貸与された者でないと入室できな
い。また、入退室の記録は保存され、監視
カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管
庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施
錠可能なラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できな
い。また、業務時間外は執務室施錠などの
物理的対策を講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバー･プラットフォームを設置して
いるデータセンターでは、設置場所への入
退室者管理、有人監視及び施錠管理をして
いる。また、設置場所はデータセンター内
の専用の領域とし、他テナントとの混在に
よるリスクを回避する。

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年11月24日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１－⑥技
術的対策　具体的な対策の
内容

＜札幌市における措置＞
１　コンピュータウイルス監視ソフトを使
用し、サーバー・端末双方でウイルス
チェックを実施する。また、新種の不正プ
ログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な
限り最新のものを使用する。併せて、端末
機及びサーバー機のハードディスクドライ
ブの全ファイルのウイルススキャンを毎週
１回、自動実行する。
２　本市の情報セキュリティに関する規程
に基づき、ネットワーク管理に係る手順等
を整備するとともに、機器を設置する際は
ファイアウォールを敷設することとしてい
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームでは
UTM（コンピュータウイルスやハッキングな
どの脅威からネットワークを効率的かつ包
括的に保護する装置）等を導入し、アクセ
ス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとと
もに、ログの解析を行う。
２　中間サーバー・プラットフォームで
は、ウイルス対策ソフトを導入し、パター
ンファイルの更新を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアに
ついて、必要に応じてセキュリティパッチ
の適用を行う。

＜札幌市における措置＞
１　コンピュータウイルス監視ソフトを使
用し、サーバー・端末双方でウイルス
チェックを実施する。また、新種の不正プ
ログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な
限り最新のものを使用する。併せて、端末
機及びサーバー機のハードディスクドライ
ブの全ファイルのウイルススキャンを毎週
１回、自動実行する。
２　本市の情報セキュリティに関する規程
に基づき、ネットワーク管理に係る手順等
を整備するとともに、機器を設置する際は
ファイアウォールを敷設する。
３　サービス検索・電子申請機能と地方公
共団体との間はLGWAN、VPN（仮想プライ
ベートネットワーク）等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部への漏えい等
が起こらないようにしている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　UTM（コンピュータウイルスやハッキン
グなどの脅威からネットワークを効率的か
つ包括的に保護する装置）等を導入し、ア
クセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
２　ウイルス対策ソフトを導入し、ウイル
スパターンファイルの更新を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアに
ついて、必要に応じてセキュリティパッチ
を適用する。

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日
Ⅳ-その他のリスク対策
１．監査　 ①自己点検

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施しているセキュリティ内
部監査の際に、各職場において、本評価書
に記載された事項が順守されているかどう
か、自己点検表による確認を行う。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー･プラッ
トフォームの運用に携わる職員及び事業者
に対し、定期的に自己点検を実施すること
としている。

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事
務監査の際に、各職場において、本評価書
に記載された事項等が順守されているかど
うか、自己点検票による確認を行う。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー･プラッ
トフォームの運用に携わる職員及び事業者
に対し、定期的に自己点検を実施する。

事後
要領で新たに策定した点検
項目に基づき自己点検実施
するため、記載を変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク２：特定
個人情報が古い情報のまま
管理され続けるリスク
リスクに対する措置

保有する情報は異動があった場合に随時更
新しており、更新していない場合は他の職
員から判別可能であるなど複数人で確認で
きる体制にあることから、古い情報のまま
保管されるリスクはない。

１　保有する情報は変更があった場合に随
時更新している。また、更新漏れがないよ
うに、複数の職員で確認する体制をとって
いる。
２　取得した電子申請データは紙に印刷す
るまで、LGWAN接続端末に一時保管されてい
る。この一時保管中に再申請や申請情報の
訂正が発生した場合は古い情報で審査等を
行わないよう履歴管理を行う。

事前
申請方法（電子申請）追加
に伴う重要な変更。

令和2年11月24日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク３：　特
定個人情報が消去されずい
つまでも存在するリスク
消去手順　手順の内容

１　データについては法律等で保管期間の
定めがないため、一定の保管期間を経過す
るなど札幌市が事務処理上不要と判断した
情報に関して、データ調査の上で、情報を
消去する。
２　磁気ディスクの廃棄時は、内容の復元
ができないように消去または物理的破砕等
を行う。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した帳
票及び申告書等の廃棄時には、内容が判読
できないよう、焼却もしくは裁断すること
とする。

１　事務処理上、消去して問題ない情報か
どうかを一定期間ごとに確認する（介護保
険法等には保管期間の定めがない）。
２　磁気ディスク等の場合は、内容の復元
ができないよう物理的な破砕等によって消
去する。
３　紙媒体の場合は、内容が判読できない
よう焼却又はは裁断によって消去する。

令和2年11月24日
Ⅳ-その他のリスク対策
１．監査　 ②監査

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施しているセキュリティ内
部監査で、本評価書に記載された事項が順
守されているかどうかの確認を実施する。
内容は以下のとおり。
１　内部監査はすべての職場で実施する。
２　内部監査の結果を情報システム部門に
報告する。
３　必要に応じて情報システム部門が聞き
取り調査を行う。
４　聞き取り調査にあたっては、外部の専
門家の支援を受けながら実施する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プ
ラットフォームについて、定期的に監査を
行うこととしている。

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事
務監査で、本評価書に記載された事項等が
遵守されているかどうかの確認を実施す
る。内容は以下のとおり。
１　監査は全ての個人番号利用事務につい
て実施する。
２　現地監査を定期的に実施する。
３　監査結果に応じフォローアップを行
う。
４　監査結果、フォローアップの結果は、
番号制度総括部門に報告する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プ
ラットフォームについて、定期的に監査を
行う。

事後

要領で新たに策定した監査
項目に基づき監査を実施す
るため、記載を変更。

事後

文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和3年3月3日
Ⅰ-５.．個人番号の利用
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の68の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令　第50条
番号法第９条第２項及び札幌市個人番号利
用条例（平成27年札幌市条例42号。以下
「利用条例」という。）

番号法第９条第１項　別表第一の68の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を
定める命令　第50条
番号法第９条第２項及び利用条例第４条

事前
文言整理のため、重要な変
更にあたらない。

事前

文言整理及び法定事務（地
域支援事業）の一部を独自
利用事務（保健福祉事業）
に移行したため事務の名称
を変更。事務手続き及び利
用範囲等に変更はなく、リ
スクの変動はないため、重
要な変更にあたらない。

令和3年3月3日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム３ ②システムの機能

高齢者や障がい者に関する福祉制度の事務
を行うシステムであり、介護保険事務にお
いては、介護保険法に基づく介護保険の地
域支援事業に関する事務において、次の機
能を使用する。

・地域支援事業に関するサービスの申請登
録（決定、変更、廃止等）
・地域支援事業に関するサービスの実績入
力、確認、支払登録、照会
・地域支援事業に関するサービスの支給決
定通知書、利用券、関係帳票の発行
・受給者情報の照会
・所得情報を反映する機能（階層再設定）

高齢者や障がい者に関する福祉制度の事務
を行うシステムであり、介護保険事務にお
いては、介護保険法に基づく介護保険の地
域支援事業及び保健福祉事業に関する事務
において、次の機能を使用する。

・地域支援事業及び保健福祉事業に関する
サービスの申請登録（決定、変更、廃止
等）
・地域支援事業及び保健福祉事業に関する
サービスの実績入力、確認、支払登録、照
会
・地域支援事業及び保健福祉事業に関する
サービスの支給決定通知書、利用券、関係
帳票の発行
・受給者情報の照会
・所得情報を反映する機能（階層再設定）

事前

法定事務（地域支援事業）
の一部を独自利用事務（保
健福祉事業）に移行したた
め事務の名称を変更。事務
手続き及びシステム等に変
更はなく、リスクの変動は
ないため、重要な変更にあ
たらない。

令和2年11月24日

Ⅳ-その他のリスク対策
２．従業者に対する教育・
啓発　具体的な方法

＜札幌市における措置＞
介護保険事務にかかわる職員（臨時職員等
を含む。）に対して、初任時及び一定期間
ごとに、必要な知識の習得に資するための
研修（個人情報保護、セキュリティ対策に
関する内容を含む。）を実施するととも
に、その記録を残している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー･プラットフォームの運用
に携わる職員及び事業者に対し、セキュリ
ティ研修等を実施することとしている。
２　中間サーバー･プラットフォームの業務
に就く場合は、運用規則等について研修を
行うこととしている。

＜札幌市における措置＞
介護保険事務に携わる職員（会計年度職員
等を含む。）に対して、初任時及び一定期
間ごとに、必要な知識の習得のための研修
（個人情報保護、セキュリティ対策に関す
る内容を含む。）を実施するとともに、そ
の記録を残している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバープラットフォームの運用に携
わる職員及び事業者に、セキュリティや運
用規則等についての研修を実施する

事後

要領で新たに策定した監査
項目に基づき監査を実施す
るため、記載を変更。

令和2年11月24日
Ⅳ-その他のリスク対策
３．その他のリスク対策

＜札幌市における措置＞
情報システム部門が管理するサーバー室に
て、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、情報シ
ステム部門と委託業者による均一的で安定
したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバー・プラットフォームを活用す
ることにより、統一した設備環境による高
レベルのセキュリティ管理（入退室管理
等）、ITリテラシの高い運用担当者による
セキュリティリスクの低減、及び技術力の
高い運用担当者による均一的で安定したシ
ステム運用・監視を実現する。

（削除） 事後

他の項目に書かれているリ
スク対策と内容が重複して
いるため削除。文言整理に
よる記載の変更のため、重
要な変更にあたらない。

令和3年3月3日

Ⅰ-１．.評価実施機関にお
ける担当部署　②事務の内
容

札幌市では、介護保険法及びこれに基づく
条例により、介護保険に関する事務を行っ
ている。
行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（（平成２
５年５月３１日法律第２７号）以下、「番
号法」という。)別表第一の68項により個人
番号を利用することができるのは、介護保
険法（平成９年法律第１２３号）による保
険給付の支給、地域支援事業の実施又は保
険料の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるものとなっており、内閣府・総務
省令で定められている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内
閣府・総務省令に定める以下の事務で取り
扱うこととする。

１～７（省略）
８　地域支援事業に関する事務
被保険者の介護予防対象者を管理し、利用
申請の受付、支給決定を行う。

札幌市では、介護保険法及びこれに基づく
条例により、介護保険に関する事務を行っ
ている。
行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年
法律第27号。以下「番号法」という。)別表
第一の68項により個人番号を利用すること
ができるのは、介護保険法による保険給付
の支給、地域支援事業の実施又は保険料の
徴収に関する事務であって主務省令で定め
るものとなっており、内閣府・総務省令で
定められている。
また、同法第９条第２項に基づき札幌市個
人番号利用条例（平成27年札幌市条例42
号。以下「利用条例」という。）により個
人番号の利用に関し必要な事項を定めてい
る。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内
閣府・総務省令及び利用条例に定める以下
の事務で取り扱う。

１～７（省略）
８　地域支援事業に及び保健福祉事業関す
る事務
対象となる被保険者からの利用申請を受
付、支給決定を行い対象者を管理する。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日

Ⅰ-１．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務　②事
務の内容

（省略）

≪左欄にある※について（以下、評価書中
同じ。）≫
特定個人情報保護評価指針（平成26年４月
18日号外特定個人情報保護委員会告示第４
号）の別表に定める重要な変更の対象であ
る記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報
保護評価に関する規則（平成26年特定個人
情報保護委員会規則第１号）第11条及び特
定個人情報保護評価指針第６－２（２）
で、誤字脱字の修正等の軽微な変更若しく
は個人情報の漏えいその他の事態を発生さ
せるリスクを明らかに軽減させる変更であ
る場合を除き、評価を再実施することとさ
れている。

（省略）

≪左欄にある※について（以下、評価書中
同じ。）≫
特定個人情報保護評価指針（平成26年４月
18日号外特定個人情報保護委員会告示第４
号）の別表に定める重要な変更の対象であ
る記載項目である。
※の項目の変更については、特定個人情報
保護評価に関する規則（平成26年特定個人
情報保護委員会規則第１号）第11条及び特
定個人情報保護評価指針第６－２（２）
で、個人のプライバシー等の権利利益に影
響を与え得る特定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスクを相当程度変動
させるものではないと考えられる変更であ
る場合を除き、評価を再実施することとさ
れている。

事後

特定個人情報保護評価指針
（以下「指針」という。）
改正に伴う文言整理による
記載の変更であり、特定個
人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを相
当程度変動させるものでは
ないと考えられるため、重
要な変更にあたらない。

令和3年3月3日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
移転先４-②移転先におけ
る用途

老人福祉法（昭和38年法律第133号）による
福祉の措置に関する事務であって主務省令
で定めるもの
老人福祉法による費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律（平成17年法律第124
号）による相談、指導及び助言、通報を受
けた場合の措置又は立入調査に関する事務
であって規則で定めるもの
札幌市社会福祉法人等による生計困難者等
に対する介護保険サービスに係る利用者負
担額減額措置事業の実施に関する事務で
あって規則で定めるもの
札幌市訪問指導事業の実施に関する事務で
あって規則で定めるもの

老人福祉法（昭和38年法律第133号）による
福祉の措置に関する事務であって主務省令
で定めるもの
老人福祉法による費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律（平成17年法律第124
号）による相談、指導及び助言、通報を受
けた場合の措置又は立入調査に関する事務
であって規則で定めるもの
介護保険法による保健福祉事業としての在
宅の高齢者等に対して紙おむつを支給する
事業の実施に関する事務であって規則で定
めるもの
札幌市社会福祉法人等による生計困難者等
に対する介護保険サービスに係る利用者負
担額減額措置事業の実施に関する事務で
あって規則で定めるもの
札幌市訪問指導事業の実施に関する事務で
あって規則で定めるもの

事前

法定事務（地域支援事業）
の一部を独自利用事務（保
健福祉事業）に移行したこ
とによる、条例改正に伴う
文言整理。事務手続き及び
個人番号利用範囲等に変更
はなく、リスクの変動はな
いため、重要な変更にあた
らない。

令和4年9月1日 表紙　評価書名 介護保険に関する事務 介護保険に関する事務　全項目評価書 事後
文言整理による記載の追加
のため、重要な変更にあた
らない。

令和3年3月3日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑧使用方法

１～７（省略）

８　地域支援事業に関する事務
①　対象となる被保険者を管理し、利用申
請の受付、支給決定する事務に使用する。

１～７（省略）

８　地域支援事業及び保健福祉事業に関す
る事務
①　対象となる被保険者を管理し、利用申
請の受付、支給決定する事務に使用する。

事前

法定事務（地域支援事業）
の一部を独自利用事務（保
健福祉事業）に移行したた
め事務の名称を変更。事務
手続き及び特定個人情報の
入手・使用方法に変更はな
く、リスクの変動はないた
め、重要な変更にあたらな
い。

令和3年3月3日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）
移転先４-①法令上の根拠

番号法第９条第２項、条例第４条第２項及
び条例第４条第３項別表２（第９項、第13
項及び第14項）

番号法第９条第２項、条例第４条第２項及
び条例第４条第３項別表２（第９項、第11
の２項、第13項及び第14項）

事前

条例改正に伴う文言整理。
事務手続き及び個人番号利
用範囲等に変更はなく、リ
スクの変動はないため、重
要な変更にあたらない。

令和3年3月3日
（別添１）事務の内容
（備考）

①～⑩（省略）
⑪被保険者からの地域支援事業に関する申
請や届出を受け付け、確認を行う。
⑫所得情報等に基づき、地域支援事業に関
するサービスの決定通知、利用券の発行を
行う。

①～⑩（省略）
⑪被保険者からの地域支援事業及び保健福
祉事業に関する申請や届出を受け付け、確
認を行う。
⑫所得情報等に基づき、地域支援事業及び
保健福祉事業に関するサービスの決定通
知、利用券の発行を行う。

事前

法定事務（地域支援事業）
の一部を独自利用事務（保
健福祉事業）に移行したた
め事務の名称を変更。事務
手続き及びシステム等に変
更はなく、リスクの変動は
ないため、重要な変更にあ
たらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日

Ⅰ-６．情報提供ネット
ワークシステムによる情報
連携　②法令上の根拠

番号法第19条第７号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
番号法別表第二の第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個
人情報）に「介護保険給付等関係情報」が
含まれる項（１、２、３、４、６、８、
11、26、30、33、39、42、56の２、58、
61、62、80、87、90、94、95、108、117の
項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項
のうち、第２欄（事務）に「介護保険法」
が含まれる項（93、94の項）

番号法第19条第８号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
番号法別表第二の第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個
人情報）に「介護保険給付等関係情報」が
含まれる項（１、２、３、４、６、８、
11、26、30、33、39、42、56の２、58、
61、62、80、87、90、94、95、108、117の
項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項
のうち、第２欄（事務）に「介護保険法」
が含まれる項（93、94の項）

事後

番号法改正に伴う条項号数
ズレによる修正であり、特
定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるもの
ではないと考えられる変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和4年9月1日
Ⅱ-２．基本情報　④記録
される項目-主な記録項目

・識別情報
[○] 個人番号、[ ] 個人番号対応符号、
[○] その他識別情報（内部番号）
 
・連絡先等情報
[○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住
所）、[○] 連絡先（電話番号等）、[○]
その他住民票関係情報

・業務関係情報
[ ] 国税関係情報、 [○] 地方税関係情
報、[ ] 健康・医療関係情報、
[○] 医療保険関係情報、[ ] 児童福祉・子
育て関係情報、
[○] 障害者福祉関係情報、[○] 生活保
護・社会福祉関係情報
[○] 介護・高齢者福祉関係情報、[　] 雇
用・労働関係情報
[○] 年金関係情報、[　] 学校・教育関係
情報、[　] 災害関係情報
[　] その他（
）

・識別情報
[○] 個人番号、[ ] 個人番号対応符号、
[○] その他識別情報（内部番号）
 
・連絡先等情報
[○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住
所）、[○] 連絡先（電話番号等）、[○]
その他住民票関係情報

・業務関係情報
[ ] 国税関係情報、 [○] 地方税関係情
報、[ ] 健康・医療関係情報、
[○] 医療保険関係情報、[ ] 児童福祉・子
育て関係情報、
[○] 障害者福祉関係情報、[○] 生活保
護・社会福祉関係情報
[○] 介護・高齢者福祉関係情報、[　] 雇
用・労働関係情報
[○] 年金関係情報、[　] 学校・教育関係
情報、[　] 災害関係情報
[〇] その他（公金受取口座情報）

事前

照会先の追加にあたり特定
個人情報ファイルを取扱う
プロセス及び当該プロセス
に係るリスク対策に変更は
なく、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させ
るリスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えら
れるため、重要な変更にあ
たらない。

令和4年9月1日

Ⅰ-２．特定個人情報ファ
イルを取り扱う事務におい
て使用するシステム　シス
テム７　②システムの機能

　札幌市のシステムであり、既存住基シス
テムから住民基本台帳の情報を受領し、そ
の住民基本台帳の情報を移転が認められた
項目のみに再編成した上で、庁内の各シス
テムに情報移転する機能を有する。情報移
転は、情報システム部へ住民基本台帳ファ
イル利用申請を行い、承認を受けたシステ
ムに対してのみ行う。
１　既存住基システムからのデータ受領
　既存住基システムのデータを受領し、承
認を受けているシステムにのみ必要な項目
を送信する。
２　住民記録の異動情報の連携
　随時（リアルタイム）で既存住基システ
ムから送信されたデータを、要求に応じて
システム基盤（団体内統合宛名）や庁内各
業務システムへ渡す。
　※当該データには個人番号が含まれる
が、個人番号を利用しない業務システムに
対しては個人番号を含まないデータ内容で
渡す。
３　システム基盤（市中間サーバー）への
情報転送
　世帯情報のうち、番号法別表第二に定め
られた情報をシステム基盤（市中間サー
バー）へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
　各システムで適切にアクセス制御を行え
るよう、システムを利用する職員の認証情
報を管理する。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。

　札幌市のシステムであり、既存住基シス
テムから住民基本台帳の情報を受領し、そ
の住民基本台帳の情報を移転が認められた
項目のみに再編成した上で、庁内の各シス
テムに情報移転する機能を有する。情報移
転は、スマートシティ推進部へ住民基本台
帳ファイル利用申請を行い、承認を受けた
システムに対してのみ行う。
１　既存住基システムからのデータ受領
　既存住基システムのデータを受領し、承
認を受けているシステムにのみ必要な項目
を送信する。
２　住民記録の異動情報の連携
　随時（リアルタイム）で既存住基システ
ムから送信されたデータを、要求に応じて
システム基盤（団体内統合宛名）や庁内各
業務システムへ渡す。
　※当該データには個人番号が含まれる
が、個人番号を利用しない業務システムに
対しては個人番号を含まないデータ内容で
渡す。
３　システム基盤（市中間サーバー）への
情報転送
　世帯情報のうち、番号法別表第二に定め
られた情報をシステム基盤（市中間サー
バー）へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
　各システムで適切にアクセス制御を行え
るよう、システムを利用する職員の認証情
報を管理する。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。

事後
機構改革に伴う記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日

Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　②入手の時期・
頻度

１　識別情報：随時（変更時等）
２　連絡先等情報：随時（変更時等）
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：随時又は月次、年次
②　医療保険関係情報：随時
③　障害者福祉関係情報：随時
④　生活保護・社会福祉関係情報：随時
⑤　介護・高齢者福祉関係情報：随時
⑥　年金関係情報：月次、年次

１　識別情報：随時（変更時等）
２　連絡先等情報：随時（変更時等）
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：随時又は月次、年次
②　医療保険関係情報：随時
③　障害者福祉関係情報：随時
④　生活保護・社会福祉関係情報：随時
⑤　介護・高齢者福祉関係情報：随時
⑥　年金関係情報：月次、年次
⑦　公金受取口座情報：随時

事前

照会先の追加にあたり特定
個人情報ファイルを取扱う
プロセス及び当該プロセス
に係るリスク対策に変更は
なく、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させ
るリスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えら
れるため、重要な変更にあ
たらない。

令和4年9月1日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　①入手元

[○] 本人又は本人の代理人
[○] 評価実施機関内の他部署（各区の戸籍
住民課、保険年金課、保護担当課及び保健
福祉課、各市税事務所の市民税課）
[○] 行政機関・独立行政法人等（医療保険
者、日本年金機構、年金保険者）
[○] 地方公共団体・地方独立行政法人（各
市町村）
[　] 民間事業者（ ）
[○] その他（国民健康保険団体連合会）

[○] 本人又は本人の代理人
[○] 評価実施機関内の他部署（各区の戸籍
住民課、保険年金課、保護担当課及び保健
福祉課、各市税事務所の市民税課）  [○]
行政機関・独立行政法人等（デジタル庁、
医療保険者、日本年金機構、年金保険者）
[○] 地方公共団体・地方独立行政法人（各
市町村）
[　] 民間事業者（ ）
[○] その他（国民健康保険団体連合会）

事前

照会先の追加にあたり特定
個人情報ファイルを取扱う
プロセス及び当該プロセス
に係るリスク対策に変更は
なく、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させ
るリスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えら
れるため、重要な変更にあ
たらない。

令和4年9月1日
Ⅱ-２．基本情報　④記録
される項目-その妥当性

１　識別情報：対象者を正確に特定するた
めに保有
２　連絡先等情報：対象者の居住地、世帯
情報等を把握するために保有
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：介護保険料段階及び
介護保険の利用者負担段階等を決定するた
めに保有
②　医療保険関係情報：第２号被保険者の
医療保険を把握するため、また、高額医療
合算介護サービス費の給付のために保有
③　障害者福祉関係情報：被保険者の介護
保険の適用除外の確認等を行うために保有
④　生活保護・社会福祉関係情報：生活保
護に関する情報に基づき、介護保険料段階
及び介護保険の利用者負担段階等を決定す
るために保有
⑤　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険
給付の適切な給付実績等を確認するために
保有
⑥　年金関係情報：特別徴収を行うために
保有。また、老齢福祉年金にあっては、介
護保険料段階及び介護保険の利用者負担段
階等を決定するために保有。

１　識別情報：対象者を正確に特定するた
めに保有
２　連絡先等情報：対象者の居住地、世帯
情報等を把握するために保有
３　業務関係情報
①　地方税関係情報：介護保険料段階及び
介護保険の利用者負担段階等を決定するた
めに保有
②　医療保険関係情報：第２号被保険者の
医療保険を把握するため、また、高額医療
合算介護サービス費の給付のために保有
③　障害者福祉関係情報：被保険者の介護
保険の適用除外の確認等を行うために保有
④　生活保護・社会福祉関係情報：生活保
護に関する情報に基づき、介護保険料段階
及び介護保険の利用者負担段階等を決定す
るために保有
⑤　介護・高齢者福祉関係情報：介護保険
給付の適切な給付実績等を確認するために
保有
⑥　年金関係情報：特別徴収を行うために
保有。また、老齢福祉年金にあっては、介
護保険料段階及び介護保険の利用者負担段
階等を決定するために保有。
⑦　公金受取口座情報：住民が公金受取口
座の利用を希望した場合、保険料の還付及
びサービス費等支給時の受取口座として保
有。

事前

照会先の追加にあたり特定
個人情報ファイルを取扱う
プロセス及び当該プロセス
に係るリスク対策に変更は
なく、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させ
るリスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えら
れるため、重要な変更にあ
たらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日

Ⅱ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うもの
を除く。）提供先、①法令
上の根拠、②提供先におけ
る用途

提供先1　番号法第19条第７号　別表第二に
定める情報照会者（別紙１参照）
①法令上の根拠　番号法第19条第７号　別
表第二
②提供先における用途　番号法第19条第７
号　別表第二に定める各事務
 
（別紙１）番号法第１９条第７号別表２に
定める事務

提供先1　番号法第19条第８号　別表第二に
定める情報照会者（別紙１参照）
 ①法令上の根拠　番号法第19条第８号　別
表第二
 ②提供先における用途　番号法第19条第８
号　別表第二に定める各事務
 
（別紙１）番号法第１９条第８号別表２に
定める事務

事後

番号法改正に伴う条項号数
ズレによる修正であり、特
定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるもの
ではないと考えられる変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和4年9月1日
Ⅱ-３．特定個人情報の入
手・使用　⑧使用方法

１　介護保険の資格に関する事務
①　住民基本台帳から65歳到達者情報を取
得し、資格を取得させる事務に使用する。
②　住民基本台帳の異動情報から、資格の
取得及び喪失、住所変更の事務に使用す
る。

２　介護保険料の賦課に関する事務
①　被保険者及び世帯構成員の住民税情報
から保険料賦課額を決定又は更正する事務
に使用する。
②　他市町村からの転入者の住民税情報を
把握し、保険料賦課額を決定する事務に使
用する。
③　生活保護受給情報及び老齢福祉年金情
報から、保険料賦課額を決定する事務に使
用する。
④　年金保険者からの年金情報に基づき、
特別徴収の開始又は停止などの事務に使用
する。

３　介護保険料の収納管理に関する事務
①　本人等の金融機関口座情報を取得し、
保険料の口座振替や還付の事務に使用す
る。
②　金融機関からの普通徴収の保険料入金
情報を取得し、収納の事務に使用する。
③　年金保険者からの特別徴収の保険料入
金情報を取得し、収納の事務に使用する。
④　生活保護受給情報に基づき、保険料の
受領委任払いの事務に使用する。

４　介護保険料の滞納整理に関する事務
①　保険料の滞納情報及び督促情報から、
催告書の送付及び滞納処分に使用する。
②　本人等との納付相談内容等を記録。

５　介護保険の認定に関する事務
①　第２号被保険者の医療保険情報を確認
する事務に使用する。
②　保険料の滞納情報から、給付制限の措
置に該当するか判断する事務に使用する。
③　他市町村からの転入者の受給資格証明
書の情報に基づき、認定情報を継続する事
務に使用する。

６　介護保険のケアプランに関する事務
①　本人や代理人からのケアプランを受け
付け、ケアプラン届出状況を管理する事務
に使用する。

７　介護保険の給付に関する事務
①　住民税や社会保障の給付状況等の情報
を把握し、利用者負担段階を決定する事務
に使用する。

８　地域支援事業及び保健福祉事業に関す
る事務
①　対象となる被保険者を管理し、利用申
請の受付、支給決定する事務に使用する。

１　介護保険の資格に関する事務
①　住民基本台帳から65歳到達者情報を取
得し、資格を取得させる事務に使用する。
②　住民基本台帳の異動情報から、資格の
取得及び喪失、住所変更の事務に使用す
る。

２　介護保険料の賦課に関する事務
①　被保険者及び世帯構成員の住民税情報
から保険料賦課額を決定又は更正する事務
に使用する。
②　他市町村からの転入者の住民税情報を
把握し、保険料賦課額を決定する事務に使
用する。
③　生活保護受給情報及び老齢福祉年金情
報から、保険料賦課額を決定する事務に使
用する。
④　年金保険者からの年金情報に基づき、
特別徴収の開始又は停止などの事務に使用
する。

３　介護保険料の収納管理に関する事務
①　本人等の金融機関口座情報を取得し、
保険料の口座振替や還付の事務に使用す
る。
②　金融機関からの普通徴収の保険料入金
情報を取得し、収納の事務に使用する。
③　年金保険者からの特別徴収の保険料入
金情報を取得し、収納の事務に使用する。
④　生活保護受給情報に基づき、保険料の
受領委任払いの事務に使用する。

４　介護保険料の滞納整理に関する事務
①　保険料の滞納情報及び督促情報から、
催告書の送付及び滞納処分に使用する。
②　本人等との納付相談内容等を記録。

５　介護保険の認定に関する事務
①　第２号被保険者の医療保険情報を確認
する事務に使用する。
②　保険料の滞納情報から、給付制限の措
置に該当するか判断する事務に使用する。
③　他市町村からの転入者の受給資格証明
書の情報に基づき、認定情報を継続する事
務に使用する。

６　介護保険のケアプランに関する事務
①　本人や代理人からのケアプランを受け
付け、ケアプラン届出状況を管理する事務
に使用する。

７　介護保険の給付に関する事務
①　住民税や社会保障の給付状況等の情報
を把握し、利用者負担段階を決定する事務
に使用する。
②　金融機関口座情報を取得し、サービス
費等支給の事務に使用する。

８　地域支援事業及び保健福祉事業に関す
る事務
①　対象となる被保険者を管理し、利用申
請の受付、支給決定する事務に使用する。

事前

照会先の追加にあたり特定
個人情報ファイルを取扱う
プロセス及び当該プロセス
に係るリスク対策に変更は
なく、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させ
るリスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えら
れるため、重要な変更にあ
たらない。

令和4年9月1日
Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　①保管場所

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理を
している建物の中で、さらに入退室管理を
行っている部屋に設置したサーバー内に保
管する。
２　サーバーへのアクセスはＩＤ及びパス
ワードによる認証が必要となる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームは
データセンターに設置しており、データセ
ンターへの入館及びサーバ室への入室を厳
重に管理する。
２　特定個人情報は、サーバー室に設置さ
れた中間サーバーのデータベース内に保存
され、バックアップもデータベース上に保
存される。

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理を
している建物の中で、さらに入退室管理を
行っている部屋に設置したサーバー内に保
管する。
２　サーバーへのアクセスはＩＤ及びパス
ワードによる認証が必要となる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームは
データセンターに設置しており、データセ
ンターへの入館及びサーバ室への入室厳重
に管理する。警備員などにより顔写真入り
の身分証明書と事前申請との照合を行う。
２　特定個人情報は、サーバー室に設置さ
れた中間サーバーのデータベース内に保存
され、バックアップもデータベース上に保
存される。

事後

地方公共団体情報システム
機構が所管する自治体中間
サーバ―・プラットフォー
ムの更改に伴う変更であ
り、特定個人情報ファイル
を取扱うプロセス及び当該
プロセスに係るリスク対策
に変更はなく、特定個人情
報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程
度変動させるものではない
と考えられるため、重要な
変更にあたらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日
Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　③消去方法

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体等
からの操作によって行われるため、通常、
中間サーバー・プラットフォームの保守・
運用を行う事業者が特定個人情報を消去す
ることはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、
中間サーバー・プラットフォームの保守・
運用を行う事業者において、保存された情
報を読み出しできないよう、物理的破壊又
は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体等
からの操作によって行われるため、通常、
中間サーバー・プラットフォームの保守・
運用を行う事業所が特定個人情報を消去す
ることはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、
中間サーバー・プラットフォームの保守・
運用を行う事業所が、保存された情報を読
み出しできないよう、物理的破壊又は専用
ソフト等を利用して完全に消去する。

事後
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和4年9月1日
（別紙１）番号法第１９条
第７号別表２に定める事務

（別紙１）番号法第１９条第７号別表２に
定める事務

（別紙１）番号法第１９条第８号別表２に
定める事務

事後

番号法改正に伴う条項号数
ズレによる修正であり、特
定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるもの
ではないと考えられる変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和4年9月1日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　特定
個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限　具体的
な制限方法

サーバ室や事務室の入退室を従業者に配布
しているICカードにより制限し不正な侵入
を防止している。また、端末機の操作者ご
とにフォルダへのアクセス権限を設定し、
利用可能なファイルを制限する等の方法を
定める。

①特定個人情報を取り扱う従業者の名簿を
提出させる。
②電子計算機等のアクセス権限を設定し、
アクセスできる従業者を限定させる。
③サーバ室や事務室の入退室を従業者に配
布しているICカードにより制限し不正な侵
入を防止している。
④端末機の操作者ごとにフォルダへのアク
セス権限を設定し、利用可能なファイルを
制限する等の方法を定める。

事後

文言整理による記載の変更
であり、特定個人情報の漏
えいその他の事態を発生さ
せるリスクを相当程度変動
させるものではないと考え
られるため、重要な変更に
あたらない。

令和4年9月1日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　特定
個人情報ファイルの取扱い
の記録　具体的な方法

システムの操作記録を残している。また、
データベースへの接続監視を行い、30分毎
に担当職員へメールで監視状況が通知され
るようになっており、いつ・だれが・どの
データベースに・どのようなアクセスをし
たかを把握できるようになっている。

特定個人情報を取り扱う電子計算機等で
は、従業者の利用状況をアクセスログとし
て記録し、保管している。また、データ
ベースへの接続監視を行い、30分毎に担当
職員へメールで監視状況が通知されるよう
になっており、いつ・だれが・どのデータ
ベースに・どのようなアクセスをしたかを
把握できるようになっている。

事後

文言整理による記載の変更
であり、特定個人情報の漏
えいその他の事態を発生さ
せるリスクを相当程度変動
させるものではないと考え
られるため、重要な変更に
あたらない。

令和4年9月1日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク５　リスクに対する
措置の内容

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を有しており、不正な提
供が行われないよう備えている。
２　情報提供ネットワークシステムに情報
提供を行う際には、照会内容に対応した情
報のみを自動で生成して送付する機能が備
わっている。また、情報提供ネットワーク
システムから、情報提供許可証と、情報照
会者へたどり着くための経路情報を受け
取ってから提供する機能が備わっている。
これらの機能により、特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。
３　特に慎重な対応が求められる情報につ
いては自動応答を行わないように自動応答
不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認するこ
とで、センシティブな特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。
４　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容が記録されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑
止する仕組みになっている。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　情報提供の要求があった際には、情報
連携が認められた特定個人情報の提供の要
求であるかチェックする機能が備わってい
る。
２　情報提供ネットワークシステムに情報
提供を行う際には、照会内容に対応した情
報のみを自動で生成して送付する機能が備
わっている。また、情報提供ネットワーク
システムから、情報提供許可証と、情報照
会者へたどり着くための経路情報を受け
取ってから提供する機能が備わっている。
これらの機能により、特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。
３　機微情報（DV支援対象者情報等）につ
いては自動応答を行わないように自動応答
不可フラグを設定し、特定個人情報の提供
を行う際に、送信内容を改めて確認するこ
とで、センシティブな特定個人情報が不正
に提供されるリスクに対応している。
４　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容が記録されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑
止する仕組みになっている。

事後

地方公共団体情報システム
機構が所管する自治体中間
サーバ―・プラットフォー
ムの更改に伴う変更であ
り、特定個人情報ファイル
を取扱うプロセス及び当該
プロセスに係るリスク対策
に変更はなく、特定個人情
報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程
度変動させるものではない
と考えられるため、重要な
変更にあたらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
情報提供ネットワークシス
テムとの接続に伴うその他
のリスク及びそのリスクに
対する措置

・本市の各システム、管理する情報及び通
信中の情報へ不正にアクセスされたり漏え
いしたりするリスク

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携
は、中間サーバー・プラットフォームが行
う構成となっており、情報提供ネットワー
クシステム側から、本市の各業務システム
へのアクセスはできない。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容の記録が実施されるため、不適切な
接続端末の操作や、不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
２　情報提供用個人識別符号は情報連携に
おいてのみ用いることがシステム上担保さ
れており、不正な名寄せが行われるリスク
に対応している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、安全性を確保している。
２　中間サーバーと団体についてはVPN等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離
するとともに、通信を暗号化することで安
全性を確保している。
３　中間サーバー・プラットフォームで
は、特定個人情報を管理するデータベース
を地方公共団体ごとに区分管理（アクセス
制御）しており、他の地方公共団体が管理
する情報には一切アクセスできない。
４　地方公共団体のみが特定個人情報の管
理を行い、中間サーバー・プラットフォー
ムの保守・運用を行う事業者が特定個人情
報にアクセスできないようにすることで、
事業者における情報漏えい等のリスクを極
小化する。

その他のリスク①：不正なアクセスがなさ
れるリスク
＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携
は、中間サーバー・プラットフォームが行
う構成とすることにより、システムの仕組
みとして、情報提供ネットワークシステム
側から本市の各業務システムへのアクセス
が不可能となるようにしている。
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
ログイン時の職員認証のほか、ログイン・
ログアウトを実施した職員、時刻、操作内
容の記録が実施される機能を有することに
より、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止している。

その他のリスク②：情報提供用符号が不正
に用いられるリスク
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
システム上、情報連携時にのみ符号を用い
る仕組みになっており、不正な名寄せが行
われることのないよう、安全性を確保して
いる。

その他のリスク③：通信中の情報に対する
不正なアクセスにより情報が漏えいするリ
スク
＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの情報連
携は、システム基盤（市中間サーバー）を
通じて、閉鎖された専用回線により通信を
行うことにより、通信中の情報に不正なア
クセスを受けることのないよう、安全性を
確保している。
＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバーと情報提供ネットワーク
システムとの間における通信は、高度なセ
キュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、通信中の情報が不正なア
クセスを受けることのないよう、安全性を
確保している。
２　中間サーバーと自治体等についてはVPN
（仮想プライベートネットワーク）等の技
術を利用し、自治体ごとに通信回線を分離
することで、通信中の情報が不正なアクセ
スを受けることのないよう、安全性を確保
している。
３　中間サーバーと情報提供ネットワーク
システムとの間における通信は暗号化され
ており、万が一通信中の情報に不正なアク
セスがあったとしても容易に情報漏えいが
起こらないよう対応している。

その他のリスク④：情報提供データベース
に保存される情報が漏えいするリスク
＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームで
は、特定個人情報を管理するデータベース
を地方自治体ごとに区分管理（アクセス制
御）しており、他の地方自治体が管理する
情報には一切アクセスできない仕組みとす
ることで、保存された情報が漏えいするこ
とのないよう、安全性を確保している。
２　地方自治体のみが特定個人情報の管理
を行う仕組みとし、中間サーバー・プラッ
トフォームの保守・運用を行う事業者が特
定個人情報にアクセスできないようにして
いるため、事業者における情報漏えい等の
リスクを極小化している。

事後

地方公共団体情報システム
機構が所管する自治体中間
サーバ―・プラットフォー
ムの更改等に伴う変更であ
り、特定個人情報ファイル
を取扱うプロセス及び当該
プロセスに係るリスク対策
に変更はなく、特定個人情
報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程
度変動させるものではない
と考えられるため、重要な
変更にあたらない。

令和4年9月1日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　⑤物理的対策-
具体的な対策の内容

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理
設備を設置し、入退室カード（ＩＣカー
ド）を貸与された者でないと入室できな
い。また、入退室の記録は保存され、監視
カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管
庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施
錠可能なラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できな
い。また、業務時間外は執務室施錠などの
物理的対策を講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバー･プラットフォームを設置して
いるデータセンターでは、設置場所への入
退室者管理、有人監視及び施錠管理をして
いる。また、設置場所はデータセンター内
の専用の領域とし、他テナントとの混在に
よるリスクを回避する。

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理
設備を設置し、入退室カード（ＩＣカー
ド）を貸与された者でないと入室できな
い。また、入退室の記録は保存され、監視
カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管
庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施
錠可能なラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できな
い。また、業務時間外は執務室施錠などの
物理的対策を講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー･プラットフォームをデー
タセンターに構築し、設置場所への入退室
者管理、有人監視及び施錠管理をしてい
る。また、設置場所はデータセンター内の
専用の領域とし、他テナントとの混在によ
るリスクを回避する。
２　事前に申請し承認されてない物品、記
憶媒体、通信機器などを所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確
認している。

事後

地方公共団体情報システム
機構が所管する自治体中間
サーバ―・プラットフォー
ムの更改に伴う変更であ
り、特定個人情報ファイル
を取扱うプロセス及び当該
プロセスに係るリスク対策
に変更はなく、特定個人情
報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程
度変動させるものではない
と考えられるため、重要な
変更にあたらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年9月1日
Ⅳ-２．従業者に対する教
育・啓発　具体的な方法

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバープラットフォームの運用に携
わる職員及び事業者に、セキュリティや運
用規則等についての研修を実施する。

＜札幌市における措置＞
（省略）

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の
情報セキュリティ教育用資料等を基にセ
キュリティ教育資材を作成し、中間サー
バー・プラットフォームの運用に携わる職
員及び事業者に対し、運用規則（接続運用
規程等）や情報セキュリティに関する教育
を年次（年２回）及び随時（新規要員着任
時）実施することとしている。

事後

地方公共団体情報システム
機構が所管する自治体中間
サーバ―・プラットフォー
ムの更改に伴う変更であ
り、特定個人情報ファイル
を取扱うプロセス及び当該
プロセスに係るリスク対策
に変更はなく、特定個人情
報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程
度変動させるものではない
と考えられるため、重要な
変更にあたらない。

令和4年9月1日
Ⅳ-３．その他のリスク対
策

＜札幌市における措置＞
情報システム部門が管理するサーバ室に
て、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、情報シ
ステム部門と委託業者による均一的で安定
したシステム運用・監視を実現する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
中間サーバー・プラットフォームを活用す
ることにより、統一した設備環境による高
レベルのセキュリティ管理（入退室管理
等）、ITリテラシの高い運用担当者による
セキュリティリスクの低減、及び技術力の
高い運用担当者による均一的で安定したシ
ステム運用・監視を実現する。

事後

地方公共団体情報システム
機構が所管する自治体中間
サーバ―・プラットフォー
ムの更改等に伴う表記の追
加であり、特定個人情報
ファイルを取扱うプロセス
及び当該プロセスに係るリ
スク対策に変更はなく、特
定個人情報の漏えいその他
の事態を発生させるリスク
を相当程度変動させるもの
ではないと考えられるた
め、重要な変更にあたらな
い。

令和6年8月5日 （別添1）事務内容
図中　⑬速報・確報情報
　　     ⑭被保険者情報
　　　　（※個人番号除く）

事前

介護保険料のコンビニ収納導
入及び行政事務センターへの
業務委託に伴う追加である。
なお、収納代行会社は収納情
報のみを取扱い、行政事務セ
ンターは個人番号を除いた業
務委託に係る被保険者情報
のみを取扱うので、特定個人
情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程度
変動させるものではないと考
えられるため、重要な変更に
あたらない。

令和6年8月5日 （別添１）事務の内容　（備考） ①～⑫（省略）

①～⑫（省略）
⑬コンビニエンスストアで納付した情報を受け
取る。
⑭行政事務センターが口座振替処理業務及び
保険料早期納付勧奨に係る業務に関する被保
険者情報を取扱う。

事前

介護保険料のコンビニ収納導
入及び行政事務センターへの
業務委託に伴う追加である。
なお、収納代行会社は収納情
報のみを取扱い、行政事務セ
ンターは個人番号を除いた業
務委託に係る被保険者情報
のみを取扱うので、特定個人
情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを相当程度
変動させるものではないと考
えられるため、重要な変更に
あたらない。

令和6年8月5日 （別添1）事務内容 図中　⑮被保険者情報 事前

区役所における介護認定事
務の一部を介護認定事務セン
ターに委託・集約化することに
伴う追加である。
なお、Ⅱ- ４,特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項６の追記に合わせた記
載の整理のため、重要な変更
にあたらない。

令和6年8月5日 （別添１）事務の内容　（備考） ①～⑭（省略）
①～⑭（省略）
⑮介護認定事務センターが介護認定事務に関
する被保険者情報を取扱う。

事前

区役所における介護認定事
務の一部を介護認定事務セン
ターに委託・集約化することに
伴う追加である。
なお、Ⅱ- ４,特定個人情報
ファイルの取扱いの委託　委
託事項６の追記に合わせた記
載の整理のため、重要な変更
にあたらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年8月5日
Ⅱ-２．基本情報　④記録
される項目-主な記録項目

・識別情報
[○] 個人番号、[ ] 個人番号対応符号、
[○] その他識別情報（内部番号）
 
・連絡先等情報
[○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住
所）、[○] 連絡先（電話番号等）、[○]
その他住民票関係情報

・業務関係情報
[ ] 国税関係情報、 [○] 地方税関係情
報、[ ] 健康・医療関係情報、
[○] 医療保険関係情報、[ ] 児童福祉・子
育て関係情報、
[○] 障害者福祉関係情報、[○] 生活保
護・社会福祉関係情報
[○] 介護・高齢者福祉関係情報、[　] 雇
用・労働関係情報
[○] 年金関係情報、[　] 学校・教育関係
情報、[　] 災害関係情報
[〇] その他（公金受取口座情報）

・識別情報
[○] 個人番号、[ ] 個人番号対応符号、
[○] その他識別情報（内部番号）
 
・連絡先等情報
[○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住
所）、[○] 連絡先（電話番号等）、[○]
その他住民票関係情報

・業務関係情報
[ ] 国税関係情報、 [○] 地方税関係情
報、[ ] 健康・医療関係情報、
[○] 医療保険関係情報、[ ] 児童福祉・子
育て関係情報、
[○] 障害者福祉関係情報、[○] 生活保
護・社会福祉関係情報
[○] 介護・高齢者福祉関係情報、[　] 雇
用・労働関係情報
[○] 年金関係情報、[　] 学校・教育関係
情報、[　] 災害関係情報
[〇] その他（口座登録・連携ファイル関係
情報）

事前
文言整理による記載の変更
のため、重要な変更にあた
らない。

令和6年8月5日

Ⅱ- ４,特定個人情報ファイル
の取扱いの委託,委託事項4～
5

委託事項4：帳票印刷等業務

委託事項5：介護保険審査支払等事務

（項目を削除。）
委託事項4：帳票印刷等業務

（項番を繰上げ。）
委託事項4：介護保険審査支払等事務

事前

帳票印刷等業務において、特
定個人情報の取扱いを委託し
ていないことによる、評価書上
の記載から削除及び記載削
除に伴う項番繰上げの変更で
あり、特定個人情報の漏えい
その他の事態を発生させるリ
スクを相当程度変動させるも
のではないと考えられるため、
重要な変更にあたらない。

令和6年8月5日
Ⅱ- ４,特定個人情報ファイル
の取扱いの委託,委託事項5

（以下を追加。）
委託事項5：介護認定事務

①委託内容：区役所で行っている介護認定事務
の一部を集約した介護認定事務センターの業
務を行う。

②取扱いを委託する特定個人情報ファイルの
範囲：特定個人情報ファイルの一部
　対象となる本人の数：100万人以上1,000万人
未満
　対象となる本人の範囲：「２.③対象となる本人
の範囲」と同じ。
　その妥当性：介護認定事務センターでは、個
人番号が記載された介護認定申請書を各区役
所から受理する。受理後に、介護保険システム
にて個人番号を閲覧しながら、各区役所で行っ
た介護認定申請のシステム入力が別の被保険
者になっていないかを確認するため。

③委託先における取扱者数：50人以上100人未
満
④委託先への特定個人情報ファイルの提供方
法：専用線、紙
⑤委託先名の確認方法：札幌市ホームページ
「入札等契約結果一覧」にて公表する。
⑥委託先名：企画競争により決定する。
⑦再委託の有無：再委託する
⑧再委託の許諾方法：申請を受けて、委託内容
（業務の一部であるか）や管理体制を判断し許
諾する。
⑨再委託事項：業務内容の一部であって、役務
の性質上やむを得ないと認められる事項。

事前

区役所における介護認定事
務の一部を介護認定事務セン
ターに委託・集約化することに
伴う追加であり重要な変更に
あたる。

令和6年8月5日
Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　①保管場所

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理をしてい
る建物の中で、さらに入退室管理を行っている
部屋に設置したサーバー内に保管する。
２　サーバーへのアクセスはＩＤ及びパスワード
による認証が必要となる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバ室への入室厳重に管理する。警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
２　特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理をしてい
る建物の中で、さらに入退室管理を行っている
部屋に設置したサーバー内に保管する。
２　サーバーへのアクセスはＩＤ及びパスワード
による認証が必要となる。
３　外部記憶媒体は、施錠できるキャビネットに
保管している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバ室への入室厳重に管理する。警備員
などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請
との照合を行う。
２　特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

事前

外部記憶媒体への特定個人
情報データ複製は禁止して
おり、災害時やプリンタ障
害などの業務上やむを得な
い場合に限り、データ複製
及び保管を行うため、特定
個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを
相当程度変動させるもので
はなく、重要な変更にあた
らない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年8月5日
Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　③消去方法

＜札幌市における措置＞
１　一定の保管期間を経過するなど業務上不要
と判断される情報を、システムが自動判別し消
去する仕組みを備えている。
２　ディスクの交換時は、物理的破壊や専用ソ
フトにて完全に消去する。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した紙書類
は、シュレッダーで裁断する。
４　個人番号付電子申請データは紙に打ち出し
た後、LGWAN接続端末から速やかに完全消去
する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業所が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業所が、保存された情報が読み出しできない
よう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。

＜札幌市における措置＞
１　一定の保管期間を経過するなど業務上不要
と判断される情報を、システムが自動判別し消
去する仕組みを備えている。
２　ディスクの交換時は、物理的破壊や専用ソ
フトにて完全に消去する。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した紙書類
は、シュレッダーで裁断する。
４　個人番号付電子申請データは紙に打ち出し
た後、LGWAN接続端末から速やかに完全消去
する。
５　外部記憶媒体に一時的に記録した個人番号
付電子申請データは、使用の都度速やかに完
全消去する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業所が特定個人情報を消去することはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業所が、保存された情報が読み出しできない
よう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して
完全に消去する。

事前

札幌市における措置に関す
る記載の追加であり、特定
個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを
相当程度変動させるもので
はないと考えられるため、
重要な変更にあたらない。

令和6年8月5日 （別添２）ファイル記録項目 4667　口座登録・連携ファイル関係情報 事前

照会先の追加にあたり特定
個人情報ファイルを取扱う
プロセス及び当該プロセス
に係るリスク対策に変更は
なく、特定個人情報の漏え
いその他の事態を発生させ
るリスクを相当程度変動さ
せるものではないと考えら
れるため、重要な変更にあ
たらない。

令和6年8月5日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用　リスク３：従業者が事
務外で使用するリスク-リ
スクに対する措置の内容

１　外部媒体へのデータのコピーを禁じている。
仮にコピーしようとしたとしても、外部記憶媒体
の利用制御システムにより、事前に登録した外
部記憶媒体以外は書き込みができない。
２　システム操作記録を取得していることを周知
し、事務外で使用しないように注意喚起してい
る。
３　会計年度任用職員等には、業務上知り得た
情報の業務外利用の禁止に関する条項を含む
承諾書に署名をさせる。
４　住民が行った電子申請のデータ等へアクセ
スできる端末を制限する。

１　外部記憶媒体へのデータのコピーを禁じて
いる。仮にコピーしようとしたとしても、外部記憶
媒体の利用制御システムにより、事前に登録し
た外部記憶媒体以外は書き込みができない。
２　システム操作記録を取得していることを周知
し、事務外で使用しないように注意喚起してい
る。
３　会計年度任用職員等には、業務上知り得た
情報の業務外利用の禁止に関する条項を含む
承諾書に署名をさせる。
４　住民が行った電子申請のデータ等へアクセ
スできる端末を制限する。
５　業務上やむを得ず外部記憶媒体にサービス
検索・電子申請機能から取得した個人番号付
電子申請データ等のデータを複製する場合、使
用管理簿に記載し、事前に責任者の承認を得
たうえで複製する。なお、外部記憶媒体は事前
に登録した USB メモリ等のみを使用する。
６　外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

事前

文言整理による記載の変更
であり、特定個人情報の漏
えいその他の事態を発生さ
せるリスクを相当程度変動
させるものではないと考え
られるため、重要な変更に
あたらない。

令和6年8月5日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用　リスク４：特定個人情
報ファイルが不正に複製さ
れるリスク-リスクに対す
る措置の内容

１　システム上、管理権限を与えられた者以外、
情報の複製は行えない仕組みとなっている。
２　情報システム部門の承認を得なければ、情
報の複製は認められない仕組みとなっている。
３　住民が行った電子申請のデータ等へは、ア
クセス権限の設定により特定の職員のみがアク
セスできるようシステムで管理する。

１　システム上、管理権限を与えられた者以外、
情報の複製は行えない仕組みとなっている。
２　情報システム部門の承認を得なければ、情
報の複製は認められない仕組みとなっている。
３　住民が行った電子申請のデータ等へは、ア
クセス権限の設定により特定の職員のみがアク
セスできるようシステムで管理する。
４　外部記憶媒体へのデータのコピーを禁じて
いる。仮にコピーしようとしたとしても、外部記憶
媒体の利用制御システムにより、事前に登録し
た外部記憶媒体以外は書き込みができない。
５　業務上やむを得ず外部記憶媒体にサービス
検索・電子申請機能から取得した個人番号付
電子申請データ等のデータを複製する場合、使
用管理簿に記載し、事前に責任者の承認を得
たうえで複製する。なお、外部記憶媒体は事前
に登録した USB メモリ等のみを使用する。
６　外部記憶媒体内のデータは暗号化する。

事前

外部記憶媒体に係る記載の
追加であり、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発
生させるリスクを相当程度
変動させるものではないと
考えられるため、重要な変
更にあたらない。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年8月5日

Ⅲ-７．特定個人情報ファ
イルの保管・消去　リスク
１：特定個人情報の漏え
い・減失・毀損リスク　⑤
物理的対策-具体的な対策
の内容

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理設備
を設置し、入退室カード（ＩＣカード）を貸与された
者でないと入室できない。また、入退室の記録
は保存され、監視カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管庫で
保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施錠可能な
ラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できない。
また、業務時間外は執務室施錠などの物理的
対策を講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をしている。また、設置場
所はデータセンター内の専用の領域とし、他テ
ナントとの混在によるリスクを回避する。
２　事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを所持し、持出持込すること
がないよう、警備員などにより確認している。

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理設備
を設置し、入退室カード（ＩＣカード）を貸与された
者でないと入室できない。また、入退室の記録
は保存され、監視カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管庫で
保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施錠可能な
ラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できない。
また、業務時間外は執務室施錠などの物理的
対策を講じている。
５　外部記憶媒体については、限定された USB
メモリ等以外の利用不可、施錠できるキャビネッ
ト等への保管、使用管理簿による管理、などの
安全管理措置を 講じている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー･プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をしている。また、設置場
所はデータセンター内の専用の領域とし、他テ
ナントとの混在によるリスクを回避する。
２　事前に申請し承認されてない物品、記憶媒
体、通信機器などを所持し、持出持込すること
がないよう、警備員などにより確認している。

事前

外部記憶媒体に係る記載の
追加であり、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発
生させるリスクを相当程度
変動させるものではないと
考えられるため、重要な変
更にあたらない。

令和6年8月5日

Ⅲ-７．特定個人情報ファ
イルの保管・消去　リスク
３：特定個人情報が消去さ
れずいつまでも存在するリ
スク-消去手順-手順の内容

１　事務処理上、消去して問題ない情報かどう
かを一定期間ごとに確認する（介護保険法等に
は保管期間の定めがない）。
２　磁気ディスク等の場合は、内容の復元がで
きないよう物理的な破砕等によって消去する。
３　紙媒体の場合は、内容が判読できないよう
焼却又は裁断によって消去する。

１　事務処理上、消去して問題ない情報かどう
かを一定期間ごとに確認する（介護保険法等に
は保管期間の定めがない）。
２　磁気ディスク等の場合は、内容の復元がで
きないよう物理的な破砕等によって消去する。
３　紙媒体の場合は、内容が判読できないよう
焼却又は裁断によって消去する。
４　外部記憶媒体については、定期的に内部の
チェックを行い不要なデータの確認を行い、廃
棄する場合は 管理者の承認を得て行う手順を
定めている。

事前

外部記憶媒体に係る記載の
追加であり、特定個人情報
の漏えいその他の事態を発
生させるリスクを相当程度
変動させるものではないと
考えられるため、重要な変
更にあたらない。

令和6年8月5日

Ⅰ-１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務　②事務の内
容

札幌市では、介護保険法（平成９年法律第123
号）及びこれに基づく条例により、介護保険に関
する事務を行っている。
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の68
項により個人番号を利用することができるの
は、介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるものとなっており、
内閣府・総務省令で定められている。
また、同法第９条第２項に基づき札幌市個人番
号利用条例（平成27年札幌市条例42号。以下
「利用条例」という。）により個人番号の利用に
関し必要な事項を定めている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内閣
府・総務省令及び利用条例に定める以下の事
務で取り扱う。

札幌市では、介護保険法（平成９年法律第123
号）及びこれに基づく条例により、介護保険に関
する事務を行っている。
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)第９条第１項別
表の68項により個人番号を利用することができ
るのは、介護保険法による保険給付の支給、地
域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるものとなってお
り、内閣府・総務省令で定められている。
また、同法第９条第２項に基づき札幌市個人番
号利用条例（平成27年札幌市条例42号。以下
「利用条例」という。）により個人番号の利用に
関し必要な事項を定めている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内閣
府・総務省令及び利用条例に定める以下の事
務で取り扱う。

事後 番号法の改正による変更。

令和6年8月5日
Ⅰ-５.．個人番号の利用　法
令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の68の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令　第50条
番号法第９条第２項及び利用条例第４条

番号法第９条第１項別表の68の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める
命令　第50条
番号法第９条第２項及び利用条例第４条

事後 番号法の改正による変更。

令和6年8月5日

Ⅰ-６．情報提供ネットワーク
システムによる情報連携　②
法令上の根拠

番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の
制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
番号法別表第二の第３欄（情報提供者）が「市
町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）に
「介護保険給付等関係情報」が含まれる項（１、
２、３、４、６、８、11、26、30、33、39、42、56の
２、58、61、62、80、87、90、94、95、108、117の
項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）に「介護保険法」が含まれる
項（93、94の項）

番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の
制限）及び番号法第19条第８号に基づく主務省
令第２条の表

（番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表における情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の
表の第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項の
うち、第４欄（特定個人情報）に「介護保険給付
等関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、
11、26、30、33、39、42、56の２、58、61、62、
80、87、90、94、95、108、117の項）

（番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）に「介護保険法」が含まれる
項（93、94の項）

事後 番号法の改正による変更。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和6年8月5日
Ⅱ-３．特定個人情報の入手・
使用　⑤本人への明示

 介護保険法並びに番号法別表第二の93項及
び94項の規定に明示している。また、庁内連携
による入手は条例別表２の９項から15項までに
おいて明示している。

 介護保険法並びに番号法第19条第８号に基づ
く主務省令第２条の表の93項及び94項の規定
に明示している。また、庁内連携による入手は
条例別表２の９項から15項までにおいて明示し
ている。

事後 番号法の改正による変更。

令和6年8月5日 （別紙１）Ⅱ-５-提供先
 （別紙１）番号法第１９条第8号別表第２に定め
る事務

 （別紙１）番号法第１９条第８号に基づく主務省
令第２条の表に定める事務

事後 番号法の改正による変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-１．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務　②事務の内
容

札幌市では、介護保険法（平成９年法律第123
号）及びこれに基づく条例により、介護保険に関
する事務を行っている。
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の68
項により個人番号を利用することができるの
は、介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるものとなっており、
内閣府・総務省令で定められている。
また、同法第９条第２項に基づき札幌市個人番
号利用条例（平成27年札幌市条例42号。以下
「利用条例」という。）により個人番号の利用に
関し必要な事項を定めている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内閣
府・総務省令及び利用条例に定める以下の事
務で取り扱う。

札幌市では、介護保険法（平成９年法律第123
号）及びこれに基づく条例により、介護保険に関
する事務を行っている。
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)第９条第１項別
表の100項により個人番号を利用することがで
きるのは、介護保険法による保険給付の支給、
地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関す
る事務であって主務省令で定めるものとなって
おり、内閣府・総務省令で定められている。
また、同法第９条第２項に基づき札幌市個人番
号利用条例（平成27年札幌市条例42号。以下
「利用条例」という。）により個人番号の利用に
関し必要な事項を定めている。
ついては、特定個人情報ファイルを当該内閣
府・総務省令及び利用条例に定める以下の事
務で取り扱う。

事後 番号法の改正による変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム１③他
のシステムとの接続

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[○] 税務システム
[○] その他（国保・介護・後期　収納管理／滞
納整理システム）

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[○] 税務システム
[○] その他（国保・介護・後期　統合収納管理
／滞納管理システム）

事前 接続先システムの変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム２①シ
ステムの名称

国保・介護・後期　収納管理／滞納整理システ
ム

国保・介護・後期　統合収納管理／滞納管理シ
ステム

事前 接続先システムの変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム２②シ
ステムの機能

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）、介
護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）及びこれに基づく条例
により賦課された保険料の収納管理及び滞納
整理を行うシステムであり、次の機能を有する。

＜収納管理＞
１　国保・介護・後期高齢システムからの賦課情
報連携
２　国保・介護・後期高齢システムで設定した送
付先情報を社会保障宛名から連携
３　金融機関・財務連携代行システムからの収
納情報連携

＜滞納整理＞
１　滞納者情報の管理
２　各滞納処分書類の作成
３　納付書、催告書、実態調査・財産調査書類
の作成
４　統計・決算情報の作成
５　延滞金の計算

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）、介
護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）及びこれに基づく条例
により賦課された保険料の収納管理及び滞納
整理を行うシステムであり、次の機能を有する。

＜収納管理＞
１　国民健康保険・介護保険・後期高齢支援シ
ステムからの賦課情報連携
２　国民健康保険・介護保険・後期高齢支援シ
ステムからの送付先情報連携
３　eLTAXとの納付書情報及び納付情報連携

＜滞納整理＞
１　滞納者情報の管理
２　各滞納処分書類の作成
３　納付書、催告書、実態調査・財産調査書類
の作成
４　統計・決算情報の作成
５　延滞金の計算

事前 連携先システムの変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム２③他
のシステムとの接続

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[○] 宛名システム等
[　] 税務システム
[○] その他（金融機関・財務連携代行システ
ム、庁内各業務システム）

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[○] 宛名システム等
[　] 税務システム
[○] その他（庁内各業務システム、eLTAX）

事前 連携先システムの変更。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム８②シ
ステムの機能

札幌市のシステムであり、システム基盤（個人
基本）から住民基本台帳の情報を受領し、社会
保障業務（国民健康保険、国民年金、介護保
険、後期高齢者医療、高齢・障がい福祉、児童
福祉などの業務）で活用する。個人（及び法人）
の宛名情報、応対記録、口座情報及び税宛名
から連携される課税情報などを集約管理する。
１　システム基盤（個人基本）からの住記異動情
報連携
　システム基盤（個人基本）から住民基本台帳
の異動情報を受領し、必要に応じて情報を反映
する。
２　システム基盤（税宛名）からの課税情報連携
　システム基盤（税宛名）から課税額、所得額、
収入額などの課税情報を受領し、必要に応じて
各社会保障システムへ情報連携する。
３　社会保障宛名管理
　社会保障業務共通で利用する個人（及び法
人）の情報を記録し、必要に応じて各社会保障
システムへ情報連携する。また、住登外者の基
本４情報（氏名・性別・生年月日・住所）を管理
する。
４　システム基盤（団体内統合宛名）連携
　システム基盤（団体内統合宛名）にて、団体内
統合宛名番号・個人番号・各業務で管理してい
る番号の紐付け管理を行うために、社会保障業
務で把握した対象者について、社会保障業務で
管理している番号を連携する。

札幌市のシステムであり、システム基盤（個人
基本）から住民基本台帳の情報を受領し、社会
保障業務介護保険、高齢・障がい福祉、児童福
祉などの業務）で活用する。個人（及び法人）の
宛名情報、応対記録、口座情報及び税宛名か
ら連携される課税情報などを集約管理する。
１　システム基盤（個人基本）からの住記異動情
報連携
　システム基盤（個人基本）から住民基本台帳
の異動情報を受領し、必要に応じて情報を反映
する。
２　システム基盤（税宛名）からの課税情報連携
　システム基盤（税宛名）から課税額、所得額、
収入額などの課税情報を受領し、必要に応じて
各社会保障システムへ情報連携する。
３　社会保障宛名管理
　社会保障業務共通で利用する個人（及び法
人）の情報を記録し、必要に応じて各社会保障
システムへ情報連携する。また、住登外者の基
本４情報（氏名・性別・生年月日・住所）を管理
する。
４　システム基盤（団体内統合宛名）連携
　システム基盤（団体内統合宛名）にて、団体内
統合宛名番号・個人番号・各業務で管理してい
る番号の紐付け管理を行うために、社会保障業
務で把握した対象者について、社会保障業務で
管理している番号を連携する。

事後 接続先システムの変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム７②シ
ステムの機能

札幌市のシステムであり、既存住基システムか
ら住民基本台帳の情報を受領し、その住民基
本台帳の情報を移転が認められた項目のみに
再編成した上で、庁内の各システムに情報移転
する機能を有する。情報移転は、スマートシティ
推進部へ住民基本台帳ファイル利用申請を行
い、承認を受けたシステムに対してのみ行う。
１　既存住基システムからのデータ受領
　既存住基システムのデータを受領し、承認を
受けているシステムにのみ必要な項目を送信
する。
２　住民記録の異動情報の連携
　随時（リアルタイム）で既存住基システムから
送信されたデータを、要求に応じてシステム基
盤（団体内統合宛名）や庁内各業務システムへ
渡す。
　※当該データには個人番号が含まれるが、個
人番号を利用しない業務システムに対しては個
人番号を含まないデータ内容で渡す。
３　システム基盤（市中間サーバー）への情報
転送
　世帯情報のうち、番号法別表第二に定められ
た情報をシステム基盤（市中間サーバー）へ転
送する。
４　職員認証・権限の管理
　各システムで適切にアクセス制御を行えるよ
う、システムを利用する職員の認証情報を管理
する。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。

札幌市のシステムであり、既存住基システムか
ら住民基本台帳の情報を受領し、その住民基
本台帳の情報を移転が認められた項目のみに
再編成した上で、庁内の各システムに情報移転
する機能を有する。情報移転は、スマートシティ
推進部へ住民基本台帳ファイル利用申請を行
い、承認を受けたシステムに対してのみ行う。
１　既存住基システムからのデータ受領
　既存住基システムのデータを受領し、承認を
受けているシステムにのみ必要な項目を送信
する。
２　住民記録の異動情報の連携
　随時（リアルタイム）で既存住基システムから
送信されたデータを、要求に応じてシステム基
盤（団体内統合宛名）や庁内各業務システムへ
渡す。
　※当該データには個人番号が含まれるが、個
人番号を利用しない業務システムに対しては個
人番号を含まないデータ内容で渡す。
３　システム基盤（市中間サーバー）への情報
転送
　世帯情報のうち、番号法第１９条第８号に基づ
く主務省令第２条の表に定められた情報をシス
テム基盤（市中間サーバー）へ転送する。
４　職員認証・権限の管理
　各システムで適切にアクセス制御を行えるよ
う、システムを利用する職員の認証情報を管理
する。
５　情報連携記録の管理
　情報連携記録の生成・管理を行う。

事後 番号法の改正による変更。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム10①
システムの名称

金融機関・財務連携代行システム システム基盤（税宛名） 事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム10②
システムの機能

札幌市のシステムであり、金融機関等との間
で、口座振替依頼や口座振替結果、日々の収
納情報を送受信するシステムであり、国保・介
護・後期　収納管理／滞納整理システムとの連
携においては、以下の機能を活用する。
１　国保・介護・後期　収納管理／滞納整理シス
テムから金融機関・財務連携代行システムへの
連携
　国保・介護・後期　収納管理／滞納整理シス
テムから金融機関・財務連携代行システムへ、
口座振替依頼の情報を提供する。
２　金融機関・財務連携代行システムから国保・
介護・後期　収納管理／滞納整理システムへの
連携
　金融機関・財務連携代行システムから国保・
介護・後期　収納管理／滞納整理システムへ、
口座振替結果及び日々の介護保険料の収納
情報を提供する。

札幌市のシステムであり、システム基盤（個人
基本）から住民基本台帳の情報を受領し税業
務で活用する。個人（及び法人）の納付書情報
や応対記録、口座情報などを集約管理する。
１　システム基盤（個人基本）からの住基異動情
報連携
　システム基盤（個人基本）から住民基本台帳
の異動情報を受領し、必要に応じて情報を反映
する。
２　税宛名管理
　税業務共通で利用する個人及び法人の情報
を記録し、必要に応じて各税システムへ情報連
携する。
また、住登外者の基本４情報（氏名・性別・生年
月日・住所）を管理する。
３　システム基盤（団体内統合宛名）連携
　システム基盤（団体内統合宛名）にて、団体内
統合宛名番号・個人番号・各業務で管理してい
る番号の紐付け管理を行うために、税業務で把
握した対象者について、税業務で管理している
番号を連携する。
４　システム基盤（社会保障宛名）への課税情
報連携
　課税額、所得額、収入額などの課税情報をシ
ステム基盤（社会保障宛名）へ情報連携する。

事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム10③
他のシステムとの接続

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[○] 税務システム
[○] その他（国保・介護・後期　収納管理／滞
納整理システム）

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[　] 税務システム
[○] その他（システム基盤（団体内統合宛名、
個人基本、社会保障宛名）、庁内各業務システ
ム）

事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム11①
システムの名称

システム基盤（税宛名） 伝送通信ソフト 事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム11②
システムの機能

札幌市のシステムであり、システム基盤（個人
基本）から住民基本台帳の情報を受領し税業
務で活用する。個人（及び法人）の納付書情報
や応対記録、口座情報などを集約管理する。
１　システム基盤（個人基本）からの住基異動情
報連携
　システム基盤（個人基本）から住民基本台帳
の異動情報を受領し、必要に応じて情報を反映
する。
２　税宛名管理
　税業務共通で利用する個人及び法人の情報
を記録し、必要に応じて各税システムへ情報連
携する。
また、住登外者の基本４情報（氏名・性別・生年
月日・住所）を管理する。
３　システム基盤（団体内統合宛名）連携
　システム基盤（団体内統合宛名）にて、団体内
統合宛名番号・個人番号・各業務で管理してい
る番号の紐付け管理を行うために、税業務で把
握した対象者について、税業務で管理している
番号を連携する。
４　システム基盤（社会保障宛名）への課税情
報連携
　課税額、所得額、収入額などの課税情報をシ
ステム基盤（社会保障宛名）へ情報連携する。

伝送通信ソフトは、国保連合会が介護保険の審
査支払等の業務で使用するデータについて、専
用端末を用いて電子メール方式で保険者（市区
町村）と国保連合会との間で、送受信を行うシ
ステムのこと。なお、保険者と国保連合会との
通信環境は専用回線を使用している。（専用端
末で送受するデータで個人番号は利用しな
い。）

１．受給者情報異動連絡票データの送信
　　受給者情報異動連絡票データを暗号化し、
国保連合会へ送信する。

２．受給者情報訂正連絡票データの送信
　　受給者情報訂正連絡票データを暗号化し、
国保連合会へ送信する。

事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム11③
他のシステムとの接続

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[　] 税務システム
[○] その他（システム基盤（団体内統合宛名、
個人基本、社会保障宛名）、庁内各業務システ
ム）

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[　] 税務システム
[　] その他（　　　　　　　　　　　　　）

事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム12①
システムの名称

伝送通信ソフト サービス検索・電子申請機能 事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム12②
システムの機能

伝送通信ソフトは、国保連合会が介護保険の審
査支払等の業務で使用するデータについて、専
用端末を用いて電子メール方式で保険者（市区
町村）と国保連合会との間で、送受信を行うシ
ステムのこと。なお、保険者と国保連合会との
通信環境は専用回線を使用している。（専用端
末で送受するデータで個人番号は利用しな
い。）

１．受給者情報異動連絡票データの送信
　　受給者情報異動連絡票データを暗号化し、
国保連合会へ送信する。

２．受給者情報訂正連絡票データの送信
　　受給者情報訂正連絡票データを暗号化し、
国保連合会へ送信する。

【住民向け機能】
　自らが受けることができるサービスをオンライ
ンで検索及び申請ができる機能

【地方公共団体向け機能】
　住民が行った電子申請データを取得するた
め、地方公共団体に公開する機能

事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム12③
他のシステムとの接続

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[　] 税務システム
[　] その他（　　　　　　　　　　　　　）

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[　] 税務システム
[　] その他（　　　　　　　　　　　　　）

事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム13①
システムの名称

サービス検索・電子申請機能 削除 事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム13②
システムの機能

【住民向け機能】
　自らが受けることができるサービスをオンライ
ンで検索及び申請ができる機能

【地方公共団体向け機能】
　住民が行った電子申請データを取得するた
め、地方公共団体に公開する機能

削除 事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。

令和8年04月09日

Ⅰ-２．特定個人情報ファイル
を取り扱う事務において使用
するシステム　システム13③
他のシステムとの接続

[　] 情報提供ネットワークシステム
[　] 庁内連携システム
[　] 住民基本台帳ネットワークシステム
[　] 既存住民基本台帳システム
[　] 宛名システム等
[　] 税務システム
[　] その他（　　　　　　　　　　　　　）

削除 事後
接続先システムの廃止（10廃
止のため11～13を1づつ繰り
上げ）。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

【図中】
・基幹系システムがガバメントクラウド内へ移行
・国保・介護・後期　統合収納管理／滞納管理
システムに名称変更
・庁内各業務システムをガバメントクラウド内外
に分割
・eLTAX及び⑯納付書情報・⑰納付情報の追加
・介護保険システムとシステム基盤間に矢印を
追加（実情に合わせた修正）

事前
特定個人情報の保管場所変
更や対象システム変更による
ため、重要な変更にあたる。

令和8年04月09日
Ⅱ-４.．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項2

介護保険法並びに番号法第19条第８号に基づ
く主務省令第２条の表の93項及び94項の規定
に明示している。また、庁内連携による入手は
条例別表２の９項から15項までにおいて明示し
ている。

介護保険法並びに番号法第19条第８号に基づ
く主務省令第２条の表の131項及び132項の規
定に明示している。また、庁内連携による入手
は条例別表２の９項から15項までにおいて明示
している。

事後 番号法の改正による変更。

令和8年04月09日

令和8年04月09日
Ⅰ-５.．個人番号の利用　法
令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の68の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定
める命令　第50条
番号法第９条第２項及び利用条例第４条

番号法第９条第１項別表の100の項
番号法別表の主務省令で定める事務を定める
命令　第50条
番号法第９条第２項及び利用条例第４条

事後 番号法の改正による変更。

令和8年04月09日

Ⅱ-２.．基本情報　④記録され
る項目　主な記録項目　・連絡
先等情報

［○］4情報（氏名、性別、生年月日、住所）
［○］連絡先（電話番号等）
［○］その他住民票関係情報

［○］5情報（氏名、氏名の振り仮名、性別、生年
月日、住所）
［○］連絡先（電話番号等）
［○］その他住民票関係情報

事後 様式変更による。

令和8年04月09日
Ⅰ-６.．情報ネットワークシス
テムによる情報連携

番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の
制限）及び番号法第19条第８号に基づく主務省
令第２条の表

（番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表における情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の
表の第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項の
うち、第４欄（特定個人情報）に「介護保険給付
等関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、
11、26、30、33、39、42、56の２、58、61、62、
80、87、90、94、95、108、117の項）

（番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務）に「介護保険法」が含まれる
項（93、94の項）

番号法第19条第８号（特定個人情報の提供の
制限）及び番号法第19条第８号に基づく主務省
令第２条の表

（番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表における情報提供の根拠）
番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条の
表の第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項の
うち、第４欄（利用特定個人情報）に「介護保険
給付等関係情報」が含まれる項（２、３、７、11、
15，42、56、65、69、80、83、86，87、108、115、
125，128、132、144、161の項）

（番号法第19条第８号に基づく主務省令第２条
の表における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（特定個人情報利用事務）に「介護保
険法」が含まれる項（131、132の項）

事後 番号法の改正による変更。

（別添1）事務内容

令和8年04月09日
Ⅱ-４.．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　委託事項2

国保・介護・後期　収納管理／滞納整理システ
ムのアプリケーション運用・保守

国保・介護・後期　統合収納管理／滞納管理シ
ステムのアプリケーション運用・保守

事前 委託対象システムの変更

Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　　①保管場所

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理を
している建物の中で、さらに入退室管理を
行っている部屋に設置したサーバー内に保
管する。
２　サーバーへのアクセスはＩＤ及びパス
ワードによる認証が必要となる。
３　外部記憶媒体は、施錠できるキャビ
ネットに保管している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームは
データセンターに設置しており、データセ
ンターへの入館及びサーバ室への入室厳重
に管理する。警備員などにより顔写真入り
の身分証明書と事前申請との照合を行う。
２　特定個人情報は、サーバー室に設置さ
れた中間サーバーのデータベース内に保存
され、バックアップもデータベース上に保
存される。

＜札幌市における措置＞
１　セキュリティゲートにて入退館管理をしてい
る建物の中で、さらに入退室管理を行っている
部屋に設置したサーバー内に保管する。
２　サーバーへのアクセスはＩＤ及びパスワード
による認証が必要となる。
３　外部記憶媒体は、施錠できるキャビネットに
保管している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバー・プラットフォームは政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。なお、クラウドサービス事業者は、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータ保管している。
２　特定個人情報は、クラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に構築する中間サー
バーのデータベース内に保存され、バックアップ
もデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する
環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策は
クラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業
者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービ
ス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され、
バックアップも日本国内に設置された複数の
データセンターのうち本番環境とは別のデータ
センター内に保存される。

事前

①自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴
う所要の修正（事後）。

②特定個人情報の保管場所
変更によるため、重要な変
更にあたる。

令和8年04月09日

令和8年04月09日



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ-６．特定個人情報の保
管・消去　　③消去方法

＜札幌市における措置＞
１　一定の保管期間を経過するなど業務上
不要と判断される情報を、システムが自動
判別し消去する仕組みを備えている。
２　ディスクの交換時は、物理的破壊や専
用ソフトにて完全に消去する。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した紙
書類は、シュレッダーで裁断する。
４　個人番号付電子申請データは紙に打ち
出した後、LGWAN接続端末から速やかに完全
消去する。
５　外部記憶媒体に一時的に記録した個人
番号付電子申請データは、使用の都度速や
かに完全消去する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおけ
る措置＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体か
らの操作によって実施されるため、通常、
中間サーバー・プラットフォームの保守・
運用を行う事業所が特定個人情報を消去す
ることはない。
２　ディスク交換やハード更改等の際は、
中間サーバー・プラットフォームの保守・
運用を行う事業所が、保存された情報が読
み出しできないよう、物理的破壊又は専用
ソフト等を利用して完全に消去する。

＜札幌市における措置＞
１　一定の保管期間を経過するなど業務上不要
と判断される情報を、システムが自動判別し消
去する仕組みを備えている。
２　ディスクの交換時は、物理的破壊や専用ソ
フトにて完全に消去する。
３　札幌市が定めた保管期間を経過した紙書類
は、シュレッダーで裁断する。
４　個人番号付電子申請データは紙に打ち出し
た後、LGWAN接続端末から速やかに完全消去
する。
５　外部記憶媒体に一時的に記録した個人番号
付電子申請データは、使用の都度速やかに完
全消去する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
１　特定個人情報の消去は地方公共団体から
の操作によって実施されるため、通常、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業所及びクラウドサービス事業者が特定個
人情報を消去することはない。
２　クラウドサービス事業者が保有・管理する環
境において、障害やメンテナンス等によりディス
クやハード等を交換する際は、クラウドサービス
事業者において、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータ
の暗号化消去及び物理的破壊を行う。さらに、
第三者の監査機関が定期的に発行するレポー
トにより、クラウドサービス事業者において、確
実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行
われていることを確認する。
３　中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構及び中間
サーバー・プラットフォームの事業者において、
保存された情報が読み出しできないよう、デー
タセンターに設置しているディスクやハード等を
物理的破壊により完全に消去する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体の業務
データは国及びガバメントクラウドのクラウド事
業者にはアクセスが制御されているため特定個
人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際に
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等にし
たがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが、移行に際
しては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ
投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を
実施する。

事前

①自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴
う所要の修正（事後）。

②特定個人情報の保管場所
変更によるため、重要な変
更にあたる。

令和8年04月09日

令和8年04月09日

令和8年04月09日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）　リスク１：目的外
の入手が行われれるリスク
リスクへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

令和8年04月09日

令和8年04月09日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）　リスク３：入手し
た特定個人情報が不正確で
あるリスク　リスクへの対
策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）　リスク４：入手の
際に特定個人情報が漏え
い・紛失するリスク　リス
クに対する措置の内容

＜介護保険システム、国保・介護・後期　収納
管理／滞納整理システム及び高齢・障がい福
祉システムにおける措置＞
１　紙媒体により提出された申請等情報は、鍵
付きの保管庫で保管する。
２　委託先との契約において、秘密保持の遵守
に関する条項を明記して、情報の漏えいを防止
している。
３　システム間は専用回線で接続されており、そ
れ以外への接続はできないシステムとなってい
るので、外部に漏れることはない。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
団体内統合宛名システムは、中間サーバーや
各システムとの接続に専用回線を用いているた
め、外部に漏れることはない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合端末
における措置＞
住民基本台帳ネットワークシステムとの接続に
専用回線を用いているため、外部に漏れること
はない。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
サービス検索・電子申請機能と地方公共団体と
の間はLGWAN（※）、VPN（仮想プライベート
ネットワーク）等の回線を用いた暗号化通信を
行うことで、外部への漏えい等が起こらないよう
にしている。
（※）LGWAN…地方自治体のコンピュータネット
ワークを相互に接続した広域ネットワーク。イン
ターネットからは切り離されている。

＜介護保険システム、国保・介護・後期　統合
収納管理／滞納管理システム及び高齢・障が
い福祉システムにおける措置＞
１　紙媒体により提出された申請等情報は、鍵
付きの保管庫で保管する。
２　委託先との契約において、秘密保持の遵守
に関する条項を明記して、情報の漏えいを防止
している。
３　システム間は専用回線で接続されており、そ
れ以外への接続はできないシステムとなってい
るので、外部に漏れることはない。

＜団体内統合宛名システムにおける措置＞
団体内統合宛名システムは、中間サーバーや
各システムとの接続に専用回線を用いているた
め、外部に漏れることはない。

＜住民基本台帳ネットワークシステム統合端末
における措置＞
住民基本台帳ネットワークシステムとの接続に
専用回線を用いているため、外部に漏れること
はない。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
サービス検索・電子申請機能と地方公共団体と
の間はLGWAN（※）、VPN（仮想プライベート
ネットワーク）等の回線を用いた暗号化通信を
行うことで、外部への漏えい等が起こらないよう
にしている。
（※）LGWAN…地方自治体のコンピュータネット
ワークを相互に接続した広域ネットワーク。イン
ターネットからは切り離されている。

事前
特定個人情報を取り扱うシス
テムの変更による。

令和8年04月09日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）　リスク４：入手の
際に特定個人情報が漏え
い・紛失するリスク　リス
クへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

Ⅲ-２.特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシ
ステムを通じた入手を除
く。）　リスク２：不適切
な方法で入手が行われるリ
スク　リスクに対する措置
の内容

＜介護保険システム、国保・介護・後期　収納
管理／滞納整理システム及び高齢・障がい福
祉システムにおける措置＞
１　手続に当たっては、個人番号の記載が必要
であることを認識してもらった上で、申請書等を
提出してもらう。これにより、本人が知らぬ間に
個人番号を提出してしまうことを防止している。
２　紙媒体の申請等情報は、本人等が来庁して
提出するか、直接札幌市に郵送するため、中間
で詐取・奪取が行われるリスクは低い。
３　それぞれのシステムへアクセスできる職員と
端末を限定している。

＜団体内統合宛名システム及び住民基本台帳
ネットワークシステム統合端末における措置＞
それぞれのシステムへアクセスできる職員と端
末を限定している。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
１　住民がサービス検索・電子申請機能から個
人番号付電子申請データを送信する際には、
個人番号カードの署名用電子証明書による電
子証明を付し、電子申請を受理した市町村等で
署名検証を行う。これにより、本人からの情報
であることを確認している。
２　サービス検索・電子申請機能の画面の誘導
で住民に何の手続を探して電子申請を行いた
いのか理解してもらいながら操作をしてもらい、
たどり着いた申請フォームが何のサービスにつ
ながるものか明示することで、住民に過剰な負
担をかけることなく適切に電子申請してもらえる
よう措置を講じている。

＜システム外の措置＞
窓口等で個人番号の提示を受けるときは、個人
番号カード又は通知カードと身分証明書の提示
を受けることなどにより、必ず本人確認を行う。

＜介護保険システム、国保・介護・後期　統合
収納管理／滞納管理システム及び高齢・障が
い福祉システムにおける措置＞
１　手続に当たっては、個人番号の記載が必要
であることを認識してもらった上で、申請書等を
提出してもらう。これにより、本人が知らぬ間に
個人番号を提出してしまうことを防止している。
２　紙媒体の申請等情報は、本人等が来庁して
提出するか、直接札幌市に郵送するため、中間
で詐取・奪取が行われるリスクは低い。
３　それぞれのシステムへアクセスできる職員と
端末を限定している。

＜団体内統合宛名システム及び住民基本台帳
ネットワークシステム統合端末における措置＞
それぞれのシステムへアクセスできる職員と端
末を限定している。

＜サービス検索・電子申請機能における措置＞
１　住民がサービス検索・電子申請機能から個
人番号付電子申請データを送信する際には、
個人番号カードの署名用電子証明書による電
子証明を付し、電子申請を受理した市町村等で
署名検証を行う。これにより、本人からの情報
であることを確認している。
２　サービス検索・電子申請機能の画面の誘導
で住民に何の手続を探して電子申請を行いた
いのか理解してもらいながら操作をしてもらい、
たどり着いた申請フォームが何のサービスにつ
ながるものか明示することで、住民に過剰な負
担をかけることなく適切に電子申請してもらえる
よう措置を講じている。

＜システム外の措置＞
窓口等で個人番号の提示を受けるときは、個人
番号カード又は通知カードと身分証明書の提示
を受けることなどにより、必ず本人確認を行う。

事前
特定個人情報を取り扱うシ
ステムの変更による。

令和8年04月09日

Ⅲ-２．特定個人情報の入
手（情報提供ネットワーク
システムを通じた入手を除
く。）　リスク２：不適切
な方法で入手が行われるリ
スク　リスクへの対策は十
分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供
ネットワークシステムを通
じた提供を除く。）　リス
ク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用　リスク４：特定個人情
報ファイルが不正に複製さ
れるリスク　リスクへの対
策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-４．特定個人情報ファ
イルの取扱いの委託　リス
クへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供
ネットワークシステムを通
じた提供を除く。）　リス
ク１：不正な提供・移転が
行われるリスク　リスクへ
の対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用　リスク１：目的を超え
た紐付け、事務に必要のな
い情報との紐付けが行われ
るリスク　リスクへの対策
は十分か

特に力を入れている 十分である

令和8年04月09日

Ⅲ-５．特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供
ネットワークシステムを通
じた提供を除く。）　リス
ク３：誤った情報を提供・
移転してしまうリスク、
誤った相手に提供・移転し
てしまうリスク　リスクへ
の対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-３．特定個人情報の使
用　リスク３：従業者が事
務外で使用するリスク　リ
スクへの対策は十分か

特に力を入れている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

令和8年04月09日

事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク⑤安全管理体制

特に力を入れて整備している 十分に整備している 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク６：不適切な方法で
提供されるリスク　リスク
に対する措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中
間サーバー・プラットフォームが行う構成となっ
ており、情報提供ネットワークシステム側から、
本市の各業務システムへのアクセスはできな
い。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報提供ネットワークシステムに情報を送信
する際は、情報が暗号化される仕組みになって
いる。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容が記
録されるため、不適切な接続端末の操作や、不
適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっ
ている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより、不適
切な方法で提供されるリスクに対応している。
２　中間サーバーと地方公共団体等との間につ
いては、VPN（仮想プライベートネットワーク）等
の技術を利用し、地方公共団体等ごとに通信回
線を分離するとともに、通信を暗号化することで
安全性を確保している。
３　中間サーバー・プラットフォームの事業者
が、特定個人情報にはアクセスができないよう
管理することで、不適切な方法での情報提供を
行えないようにしている。

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの連携は、中
間サーバー・プラットフォームが行う構成となっ
ており、情報提供ネットワークシステム側から、
本市の各業務システムへのアクセスはできな
い。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
１　情報提供ネットワークシステムに情報を送信
する際は、情報が暗号化される仕組みになって
いる。
２　中間サーバーの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容が記
録されるため、不適切な接続端末の操作や、不
適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっ
ている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
１　中間サーバーと既存システム、情報提供
ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリ
ティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより、不適
切な方法で提供されるリスクに対応している。
２　中間サーバーと地方公共団体等との間につ
いては、VPN（仮想プライベートネットワーク）等
の技術を利用し、地方公共団体等ごとに通信回
線を分離するとともに、通信を暗号化することで
安全性を確保している。
３　中間サーバー・プラットフォームの事業者及
びクラウドサービス事業者が、特定個人情報に
はアクセスができないよう管理することで、不適
切な方法での情報提供を行えないようにしてい
る。

事後
自治体中間サーバー・プラット
フォームの更改に伴う所要の
修正。

Ⅲ-６．情報提供ネット
ワークシステムとの接続
リスク４：入手の際に特定
個人情報が漏えい・紛失す
るリスク　リスクに対する
措置の内容

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの情報連
携は、システム基盤（市中間サーバー）を
通じて、閉鎖された専用回線により通信を
行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーは、情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報のみを
入手するため、漏えい・紛失のリスクに対
応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を
行い、許可されていないシステムからのア
クセスを防止する仕組みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会
結果を、一定期間経過後に自動で削除する
ことにより、特定個人情報が漏えい・紛失
するリスクを軽減している。
４　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容が記録されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑
止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネット
ワークシステムを使用して特定個人情報を
送信する際、送信する特定個人情報の暗号
化を行っており、照会者の中間サーバーで
しか復号できない仕組みになっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムで
は復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
①　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、安全性を確保している。
②　中間サーバーと地方公共団体等との間
については、VPN（仮想プライベートネット
ワーク）等の技術を利用し、地方公共団体
等ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保してい
る。
③　中間サーバー･プラットフォーム事業者
が運用、監視・障害対応等の業務をする際
に、特定個人情報へはアクセスすることは
できない。

＜札幌市における措置＞
情報提供ネットワークシステムとの情報連
携は、システム基盤（市中間サーバー）を
通じて、閉鎖された専用回線により通信を
行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措
置＞
１　中間サーバーは、情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報のみを
入手するため、漏えい・紛失のリスクに対
応している（※）。
２　既存システムからの接続に対し認証を
行い、許可されていないシステムからのア
クセスを防止する仕組みを設けている。
３　情報照会が完了又は中断した情報照会
結果を、一定期間経過後に自動で削除する
ことにより、特定個人情報が漏えい・紛失
するリスクを軽減している。
４　ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操
作内容が記録されるため、不適切な接続端
末の操作や、不適切なオンライン連携を抑
止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネット
ワークシステムを使用して特定個人情報を
送信する際、送信する特定個人情報の暗号
化を行っており、照会者の中間サーバーで
しか復号できない仕組みになっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムで
は復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
①　中間サーバーと既存システム、情報提
供ネットワークシステムとの間は、高度な
セキュリティを維持した行政専用のネット
ワーク（総合行政ネットワーク等）を利用
することにより、安全性を確保している。
②　中間サーバーと地方公共団体等との間
については、VPN（仮想プライベートネット
ワーク）等の技術を利用し、地方公共団体
等ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保してい
る。
③　中間サーバー･プラットフォーム事業者
の業務は、中間サーバー・プラットフォー
ムの運用、監視・障害対応等、クラウド
サービス事業者の業務は、クラウドサービ
スの提供であり、業務上、特定個人情報へ
はアクセスすることはない。

事後
自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴
う所要の修正。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク④安全管理規程

特に力を入れて整備している 十分に整備している



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

令和8年04月09日

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク⑤物理的対策

特に力を入れて行っている 十分に行っている 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク⑤物理的対策　具
体的な対策の内容

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理
設備を設置し、入退室カード（ＩＣカー
ド）を貸与された者でないと入室できな
い。また、入退室の記録は保存され、監視
カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管
庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施
錠可能なラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できな
い。また、業務時間外は執務室施錠などの
物理的対策を講じている。
５　外部記憶媒体については、限定された
USB メモリ等以外の利用不可、施錠できる
キャビネット等への保管、使用管理簿によ
る管理、などの安全管理措置を 講じてい
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー･プラットフォームをデー
タセンターに構築し、設置場所への入退室
者管理、有人監視及び施錠管理をしてい
る。また、設置場所はデータセンター内の
専用の領域とし、他テナントとの混在によ
るリスクを回避する。
２　事前に申請し承認されてない物品、記
憶媒体、通信機器などを所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確
認している。

＜札幌市における措置＞
１　サーバー室は、機械による入退室管理
設備を設置し、入退室カード（ＩＣカー
ド）を貸与された者でないと入室できな
い。また、入退室の記録は保存され、監視
カメラも設置している。
２　磁気ディスクや書類は施錠可能な保管
庫で保存している。
３　電気通信装置（ルータ・ＨＵＢ）は施
錠可能なラックに設置している。
４　LGWAN接続端末の操作場所へは、管理者
である課長の許可を受けないと入室できな
い。また、業務時間外は執務室施錠などの
物理的対策を講じている。
５　外部記憶媒体については、限定された
USB メモリ等以外の利用不可、施錠できる
キャビネット等への保管、使用管理簿によ
る管理、などの安全管理措置を 講じてい
る。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー･プラットフォームは、政
府情報システムのためのセキュリティ評価
制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービ
ス事業者が保有・管理する環境に設置し、
設置場所のセキュリティ対策はクラウド
サービス事業者が実施する。なお、クラウ
ドサービス事業者は、セキュリティ管理策
が適切に実施されているほか、次を満たし
ている。・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の
認証を受けている。・日本国内でデータを
保管している。
２　事前に申請し承認されてない物品、記
憶媒体、通信機器などを所持し、持出持込
することがないよう、警備員などにより確
認している。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報
システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリ
ストに登録されたクラウドサービスから調
達することとしており、システムのサー
バー等は、クラウド事業者が保有・管理す
る環境に構築し、その環境には認可された
者だけがアクセスできるよう適切な入退室
管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関して
は、外部に持出できないこととしている。

事前

①自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴
う所要の修正（事後）。

②特定個人情報の保管場所
変更によるため、重要な変
更にあたる。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク⑥技術的対策

特に力を入れて行っている 十分に行っている 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク④安全管理体制・
既定の職員への周知

特に力を入れて周知している 十分に周知している 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

令和8年04月09日

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク⑥技術的対策　具
体的な対策の内容

＜札幌市における措置＞
１　コンピュータウイルス監視ソフトを使
用し、サーバー・端末双方でウイルス
チェックを実施する。また、新種の不正プ
ログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な
限り最新のものを使用する。併せて、端末
機及びサーバー機のハードディスクドライ
ブの全ファイルのウイルススキャンを毎週
１回、自動実行する。
２　本市の情報セキュリティに関する規程
に基づき、ネットワーク管理に係る手順等
を整備するとともに、機器を設置する際は
ファイアウォールを敷設する。
３　サービス検索・電子申請機能と地方公
共団体との間はLGWAN、VPN（仮想プライ
ベートネットワーク）等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部への漏えい等
が起こらないようにしている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　UTM（コンピュータウイルスやハッキン
グなどの脅威からネットワークを効率的か
つ包括的に保護する装置）等を導入し、ア
クセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
２　ウイルス対策ソフトを導入し、ウイル
スパターンファイルの更新を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアに
ついて、必要に応じてセキュリティパッチ
を適用する。

＜札幌市における措置＞
１　コンピュータウイルス監視ソフトを使
用し、サーバー・端末双方でウイルス
チェックを実施する。また、新種の不正プ
ログラムに対応するために、ウイルスパ
ターンファイルは定期的に更新し、可能な
限り最新のものを使用する。併せて、端末
機及びサーバー機のハードディスクドライ
ブの全ファイルのウイルススキャンを毎週
１回、自動実行する。
２　本市の情報セキュリティに関する規程
に基づき、ネットワーク管理に係る手順等
を整備するとともに、機器を設置する際は
ファイアウォールを敷設する。
３　サービス検索・電子申請機能と地方公
共団体との間はLGWAN、VPN（仮想プライ
ベートネットワーク）等の回線を用いた暗
号化通信を行うことで、外部への漏えい等
が起こらないようにしている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける
措置＞
１　中間サーバー・プラットフォームで
は、UTM（コンピュータウイルスやハッキン
グなどの脅威からネットワークを効率的か
つ包括的に保護する装置）等を導入し、ア
クセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
２　中間サーバー・プラットフォームで
は、ウイルス対策ソフトを導入し、ウイル
スパターンファイルの更新を行う。
３　導入しているＯＳ及びミドルウェアに
ついて、必要に応じてセキュリティパッチ
を適用する。
４　中間サーバー・プラットフォームは、
政府情報システムのためのセキュリティ評
価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサー
ビス事業者が保有・管理する環境に設置
し、インターネットとは切り離された閉域
ネットワーク環境に構築する。
５　中間サーバーのデータベースに保存さ
れる特定個人情報は、中間サーバー・プ
ラットフォームの事業者及びクラウドサー
ビス事業者がアクセスできないよう制御を
講じる。
６　中間サーバーと団体についてはVPN等の
技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離
するとともに、通信を暗号化することで安
全性を確保している。
７　中間サーバー・プラットフォームの移
行の際は、中間サーバー・プラットフォー
ムの事業者において、移行するデータを暗
号化した上で、インターネットを経由しな
い専用回線を使用し、VPN等の技術を利用し
て通信を暗号化することでデータ移行を行
う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータ
にアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共
団体情報システムのガバメントクラウドの
利用に関する基準【第1.0版】」（令和４年
１０月　デジタル庁。以下「利用基準」と
いう。）に規定する「ASP」をいう。以下同
じ。)又はガバメントクラウド運用管理補助
者（利用基準に規定する「ガバメントクラ
ウド運用管理補助者」をいう。以下同
じ。）は、ガバメントクラウドが提供する
マネージドサービスにより、ネットワーク
アクティビティ、データアクセスパター
ン、アカウント動作等について継続的にモ
ニタリングを行うとともに、ログ管理を行
う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウド
に対するセキュリティの脅威に対し、脅威
検出やDDoS対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウド
に対し、ウイルス対策ソフトを導入し、パ
ターンファイルの更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメン
トクラウド運用管理補助者は、導入してい
るOS及びミドルウエアについて、必要に応
じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保
有するシステムを構築する環境は、イン
ターネットとは切り離された閉域ネット
ワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者の運用保守地点からガバ
メントクラウドへの接続については、閉域
ネットワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、
国及びクラウド事業者がアクセスできない
よう制御を講じる。

事前

①自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴
う所要の修正（事後）。

②特定個人情報の保管場所
変更によるため、重要な変
更にあたる。



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク　⑧事故発生時手
順の策定・周知

特に力を入れて行っている 十分に行っている 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク　⑩死者の個人番
号　リスクへの対策は十分
か

特に力を入れて行っている 十分である 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク１：特定
個人情報の漏洩・滅失・毀
損リスク　⑦バックアップ

特に力を入れて行っている 十分に行っている 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日
Ⅳ-１．監査　②具体的内
容

特に力を入れて行っている 十分に行っている

令和8年04月09日
Ⅳ-１．監査　②監査　具体的
な内容

特に力を入れて行っている 十分に行っている 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事務
監査で、本評価書に記載された事項等が遵守
されているかどうかの確認を実施する。内容は
以下のとおり。
１　監査は全ての個人番号利用事務について
実施する。
２　現地監査を定期的に実施する。
３　監査結果に応じフォローアップを行う。
４　監査結果、フォローアップの結果は、番号制
度総括部門に報告する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
運用規則等に基づき、中間サーバー・プラット
フォームについて、定期的に監査を行う。

＜札幌市における措置＞
札幌市で毎年実施している個人番号利用事務
監査で、本評価書に記載された事項等が遵守
されているかどうかの確認を実施する。内容は
以下のとおり。
１　監査は全ての個人番号利用事務について
実施する。
２　現地監査を定期的に実施する。
３　監査結果に応じフォローアップを行う。
４　監査結果、フォローアップの結果は、番号制
度総括部門に報告する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
１　運用規則等に基づき、中間サーバー・プラッ
トフォームについて、定期的に監査を行うことと
している。
２　政府情報システムのためのセキュリティ評価
制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事
業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録
された監査機関による監査を行うこととしてい
る。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

事前

①自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴う所
要の修正（事後）。

②特定個人情報の保管場所
変更によるため、重要な変更
にあたる。

令和8年04月09日

Ⅲ-７．特定個人情報の保
管・消去　リスク３：特定
個人情報が消去されずいつ
までも存在するリスク

１　事務処理上、消去して問題ない情報かどう
かを一定期間ごとに確認する（介護保険法等に
は保管期間の定めがない）。
２　磁気ディスク等の場合は、内容の復元がで
きないよう物理的な破砕等によって消去する。
３　紙媒体の場合は、内容が判読できないよう
焼却又は裁断によって消去する。
４　外部記憶媒体については、定期的に内部の
チェックを行い不要なデータの確認を行い、廃
棄する場合は 管理者の承認を得て行う手順を
定めている。

＜札幌市における措置＞
１　事務処理上、消去して問題ない情報かどう
かを一定期間ごとに確認する（介護保険法等に
は保管期間の定めがない）。
２　磁気ディスク等の場合は、内容の復元がで
きないよう物理的な破砕等によって消去する。
３　紙媒体の場合は、内容が判読できないよう
焼却又は裁断によって消去する。
４　外部記憶媒体については、定期的に内部の
チェックを行い不要なデータの確認を行い、廃
棄する場合は 管理者の承認を得て行う手順を
定めている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

事前
特定個人情報の保管場所変
更によるため、重要な変更に
あたる。

事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

令和8年04月09日 Ⅳ-１．監査　①自己点検



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和8年04月09日 Ⅳ-３．その他のリスク対策

＜札幌市における措置＞
情報システム部門が管理するサーバ室にて、
統一した設備環境による高レベルのセキュリ
ティ管理（入退室管理等）、情報システム部門と
委託業者による均一的で安定したシステム運
用・監視を実現する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、統一した設備環境による高レベルのセ
キュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシの高
い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、
及び技術力の高い運用担当者による均一的で
安定したシステム運用・監視を実現する

令和8年04月09日

Ⅳ-２．従業者に対する教
育・啓発　従業者に対する
教育・啓発

特に力を入れて行っている 十分に行っている 事後

令和6年4月1日改正「特定個
人情報保護評価指針の解説」
により、選択の具体的水準が
示されたことによる見直し。

＜札幌市における措置＞
情報システム部門が管理するサーバ室にて、
統一した設備環境による高レベルのセキュリ
ティ管理（入退室管理等）、情報システム部門と
委託業者による均一的で安定したシステム運
用・監視を実現する。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞
中間サーバー・プラットフォームを活用すること
により、政府情報システムのためのセキュリティ
評価制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービ
ス事業者による高レベルのセキュリティ管理（入
退室管理等）、ITリテラシの高い運用担当者に
よるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高
い運用担当者による均一的で安定したシステム
運用・監視を実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いに
ついては、当該業務データを保有する地方公共
団体及びその業務データの取扱いについて委
託を受けるASP又はガバメントクラウド運用管理
補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーション
の運用等に障害が発生する場合等の対応につ
いては、原則としてガバメントクラウドに起因す
る事象の場合は、国はクラウド事業者と契約す
る立場から、その契約を履行させることで対応
する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象
の場合は、地方公共団体に業務アプリケーショ
ンサービスを提供するASP又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者が対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合
は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協
議を行う。

事前

①自治体中間サーバー・プ
ラットフォームの更改に伴う所
要の修正（事後）。

②特定個人情報の保管場所
変更によるため、重要な変更
にあたる。


